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大仙市議会総務民生常任委員会会議録 

 

日 時： 平成２７年３月１０日（火曜日） 午前１０時００分～午後２時２８分 

 

会 場： 大仙市役所 ３階 第１委員会室 

 

出席委員（７人） 

委員長  金 谷 道 男      副委員長 秩 父 博 樹 

委 員  佐 藤 文 子      委 員  大 野 忠 夫 

委 員  鎌 田   正      委 員  橋 本 五 郎 

委 員  橋 村   誠 

 

欠席委員（０人）  

 

説明のため出席した者 

総務部長：佐藤芳彦            議会事務局長：木村喜代美 

総務部次長兼総務課長：伊藤義之      総務部次長兼契約検査課長：久保江信晴 

総務部次長兼税務課長：佐藤哲男      総務部次長兼総合防災課長：平 寛二 

会計管理者：進藤 久           監査委員事務局次長待遇兼事務局長：佐藤智弘 

秘書課長：福田 浩            財政課長：舛谷祐幸 

管財課長：舛屋博之            選挙管理委員会事務局長：藤井幸雄 

財政課長：舛谷祐幸 

 
議会事務局職員出席者 

事務局次長 伊 藤 雅 裕 

 

審議案件 

第１ 議案第１８号 大仙市西仙北火葬場設置条例を廃止する条例の制定について 

第２ 議案第３８号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第12号） 【 説明・質疑 】 

第３ 議案第３９号 平成２６年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第４ 議案第４０号 平成２６年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） 
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第５ 議案第４９号 平成２７年度大仙市一般会計予算【 説明・質疑 】 

第６ 議案第５０号 平成２７年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算 

第７ 議案第５１号 平成２７年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算 

第８ 議案第３８号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第12号）【討論・表決】 

第９ 議案第４９号 平成２７年度大仙市一般会計予算【討論・表決】 

第１０ 陳情第２４号 「集団的自衛権行使を容認した閣議決定に反対し、撤回を求め

る意見書」の採択を求める陳情書 

第１１ 陳情第２９号 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回を求める陳情書 

第１２ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 
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午前１０時００分 開会 

【開会】 

○委員長（金谷道男） おはようございます。 

昨日に引き続き、これより総務民生常任委員会を開催いたします。 

本日は、市民部の審査の後に昨日保留としていた総務部関係の議案第９号に係る質

疑・討論・表決を行い、最後に総務部と市民部の両部に係わる補正予算及び当初予算に

ついての討論及び採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、正確な会議録作成のため、発言は、マイクのスイッチを入れてからお願いいた

します。 

 

【部長あいさつ】 

○委員長（金谷道男） これより、市民部の審査を行います。 

はじめに、当局より挨拶をお願いします。山谷市民部長。 

○市民部長（山谷勝志） お早うございます。 

今次定例会に上程しております市民部の案件につきましては、西仙北火葬場設置条例

の廃止案と一般会計補正予算案、更に国保事業及び後期高齢者医療の特別会計補正予算、

並びに平成２７年度一般会計当初予算と国保事業特別会計当初予算及び後期高齢者医療

特別会計当初予算となっておりますので、よろしくご審議のうえご承認賜りますよう、

お願い申しあげます。 

なお、昨年３月に開催されました総務民生常任委員会において、鎌田委員からご要望

のありました墓地の危険箇所についての調査結果等につきましては、本日の常任委員会

終了後にご報告させて頂きたいと存じますので、ご了承のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

この後、案件につきましては、各担当課長が説明いたしますが、２７年度当初予算関

係につきましては、当初予算の概要と主な事業説明書により、拡充した事業や新規事業

を主体として、説明いたしますので、よろしくお願いを申し上げまして、挨拶とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） ありがとうございました。 

それでは、当委員会に付託された事件について審査いたしますが、今回は補正予算に

加えて、２７年度の当初予算もあり、内容が多くなっております。部長の挨拶にもあり
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ましたが、説明は新規事業や拡充事業、また、特に説明を要する事業を中心に簡潔にし

ていただき、質疑の時間を多く取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、使用します資料につきましては、説明前にどの資料を使うのかも、明示をお願

いいたしたいと思います。 

なお説明は、座ったままで結構です。 

 

【議案第１８号】 

○委員長（金谷道男） はじめに、議案第１８号、「大仙市西仙北火葬場設置条例を廃止

する条例の制定について」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。冨樫環境交通安全課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 議案第１８号、大仙市西仙北火葬場設置条例を廃止す

る条例の制定について、ご説明を申し上げます。資料は、資料№１の議案の送付につい

ての３５ページと３６ページであります。 

大曲仙北広域市町村圏組合が新火葬場を設置することに伴い、西仙北火葬場について

は、施設が経年劣化していることから、廃止するものであります。 

平成２７年４月１日を施行期日とする「大仙市西仙北火葬場設置条例を廃止する条例」

を制定することにより、「大仙市西仙北火葬場設置条例」及び「大仙市西仙北火葬場使

用料徴収条例」を廃止するものであります。また、西仙北火葬場に勤務する職員の特殊

勤務手当についての規定が定められている「大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関す

る条例」の一部について、関連する特殊勤務手当の規定について削除するための改正を

するものであります。 

よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、どうぞ。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 西仙北火葬場は４月で、新しく出来る火葬場は６月でしたか、たっ

た２か月ですけれども、その間、十分対応できるのかどうかというふうなことが１つ。

それから特殊勤務手当というふうな内容は後退するような内容にはなっていないか、と

いうふうなところの確認の意味でお聞きしたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 
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○環境交通安全課長（冨樫公誠） ３月３１日をもって西仙北火葬場については、３月３

１日までが使用出来るということで４月１日から条例を制定して使用出来なくなると、

いうことでございます。で、新火葬場、中央斎場については、６月１日の供用開始を予

定しているということでございます。この２か月間、開きがあるというようなことでご

ざいます。この２か月間につきまして、西仙北火葬場につきまして、今後使用していく

にあたっては、今まで補修、補修で来たということがありまして、改めて２か月間と言

えども、使っていくにあたっては、補修等も考えられると、いうようなことも１つ想定

されると、いうようなことでございます。また利用の状況につきまして、過去何年間の

実績を見まして、１月についておよそ１０件前後の利用がありまして、２か月ですとお

よそ２０件ぐらいの利用が想定されているということも調査させて頂きました。これに

つきまして、現在あります中央斎場も新しい斎場に代わるまで供用できますので、また

南部斎場と広域で現在使っている３つの斎場で予約を受けるというようなことについて

も、確認をさせて頂きまして、現在の西仙北火葬場については、当初説明いたしました

とおり、老朽化等の心配もありますので、そこは使用を３月いっぱいでお願いして、４

月、５月については、今ある広域の３つの斎場等で対応して頂くということも協議いた

しまして、６月１日の新斎場を待って、新しい斎場に切り替えて行くというようなこと

にさせていただいたと、いうようなことでございます。 

確かに西仙北地域の方々を中心に、現在の西仙北火葬場の近隣の方々等については、

現在の火葬場を使っていただいた方が利便性としてはあるわけですけれども、尐し遠く

なる方もいらっしゃるところを、何とかご理解いただいて、６月１日の新斎場を使って

いただくと、あとは３斎場で、現在の３斎場で対応していただくと、いうようなことを

お願いする、ということにさせて頂くものです。 

それと２つ目の後退、特殊勤務手当の３，５００円というような定めが１日について

３，５００円という特殊勤務手当の手当がございますが、これについては職員が配置し

て勤務した場合というようなことですので、火葬場が無くなって勤務が無くなりますの

で、これについては実質、無くなるというものです。後退といいますか、職員がいなく

なりますので、勤務することが無くなりますので、勤務手当に関しては支給は無いとい

うことになります。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 
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○委員（佐藤文子） 西仙の火葬場の使用料等は、中央斎場とか、周りの、近隣の使用料

とも、若干違っていたのではないかなとも思いますので、あと２０人ぐらいだと、２か

月間でそれぐらいの人数だから、他で間に合うだろうというふうなあれなんでしょうけ

れども、使用料の料金の面からと、その人数がやっぱり不便をきたすというふうなあた

りで考えれば、反対はする訳では無いですけれども、廃止をするのを、その６月まで待

てないものなのか、どうかと、そこ２か月間、補修を無理無理しなければならないとい

うものでも無いだろうし、現状で２か月間待っての、６月の廃止というふうなところま

で行けなかったものなのかどうかな、というふうなことをまず思いました。 

それから、もう１点は、西仙で働く職員が、一般職の職員が、今度は広域市町村圏組

合が運営する火葬場の方に職員として配置されるものなのか、どうか、その辺の問題を

ちょっと。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） まず西仙北火葬場の料金と、広域の料金についてであ

りますけれども、１体の火葬について１万３千円という料金設定になっておりまして、

これについては広域の斎場と西仙北火葬場の使用料について、差はございません。基本

的な料金は設定は同じということでございます。確かに距離については、尐し遠くなる

という方は、勿論、いらっしゃるということになると思います。 

職員については、広域の方では、新しい火葬場になった際の配置としては、今いる職

員に、委託した職員と言いますか、派遣による職員で対応するということですので、現

在、西仙北火葬場に勤めている職員については、広域の方の新しい斎場で勤務するとい

うことでは無いと、いうふうに伺っております。市の職員は市の職員として、配置換え

によって、ということになります。 

○委員長（金谷道男） 良いですか。 

○委員（佐藤文子） すっきり納得というわけにも行かないけれども、まず。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 
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これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男）ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

【議案第３８号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第３８号、「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第

１２号）」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。はじめに冨樫環境交通安全課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）の

環境交通安全課の所管事業に係る予算補正内容について、ご説明申し上げます。 

資料は、資料№３の「平成２６年度大仙市補正予算（予算に関する説明書付）（３月

補正②）で、ページは６ページでございます。 

第３表、繰越明許費の表の一番上の欄をご覧ください。 

４款、衛生費、１項、保健衛生費の大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場改築事業費負

担金で、金額は１億８，１１６万８千円であります。現在改築中の新中央斎場について

でありますが、基礎掘削工事において、支持地盤層が予想以上に強固であったこと、躯

体工事において、震災復興事業の影響による東北管内の労働力不足の影響もあり、主な

作業である型枠工・鉄筋工の労働力を揃えることができなかったこと、などの理由によ

り、工期を４月３０日まで延長しており、これに伴い、火葬炉設備工事の工期及び設計

監理・工事監理業務の委託期間についても同様に延長となっております。 

これにより、各工事及び委託業務に対して３月２７日時点での出来高払いを行う予定

であり、平成２７年度割額分を翌年度へ繰り越す必要が生じたものであります。以上よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 次に佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第３８号、平成２６年度大仙市一般会計補正

予算（第１２号）のうち、国保年金課所管分について、ご説明いたします。 

資料については今と同じ補正予算書、１９ページをお願いいたします。 
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３款１項１目９０事業、国民健康保険事業特別会計繰出金は８，４３４万５千円の補

正であります。内容といたしましては、国保税軽減に伴う、保険基盤安定分６，６１６

万円と、財政安定化支援分１，８１８万５千円で、いずれも確定に伴う補正であります。

なお、財源として、保険基盤安定分の負担金を、国県合わせて４，９６２万１千円計上

しております。 

次の２０ページをお願いいたします。 

４款１項１４目５０事業、後期高齢者医療等負担金は５０３万９千円の減額補正であ

ります。内容といたしましては、広域連合における平成２６年度の人件費・事務費の共

通経費分が９７万２千円の減額、及び、療養給付費負担金が４０６万７千円の減額で、

いずれも確定見込みによる補正であります。 

また、広域連合から、平成２５年度療養給付費負担金の精算に伴う返還金２，４９６

万９千円を雑入に歳入するものであります。 

次の９０事業、後期高齢者医療特別会計繰出金は、１，０８９万円の補正であります。

内容といたしましては、保険料軽減に伴う保険基盤安定分の確定による増と、事務費の

減額分であります。なお、財源として保険基盤安定分の４分３、８１７万円を県負担金

として計上しております。 

以上、説明いたしましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

○市民部長（山谷勝志） 大変すみませんが、さっきの一般会計の分で、環境交通安全課

の環境保全基金の積立金の説明分が抜けておりましたので、再度、時間をお願いしたい

と思います。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 大変申し訳ございませんでした。 

環境交通安全課の所管事業に係る予算補正の内容について、追加で説明をさせていた

だきます。資料は、№．３の補正予算②でございます。ページは１４ページであります。 

財産収入の利子及び配当金の上から２段目、協和環境保全基金預金利子で、金額は２

万８千円であります。 

２０ページをご覧ください。歳出の部、４款１項７目、９１事業、環境保全基金積立

金、２５節、積立金について、協和環境保全基金預金利子２万８千円を補正するもので

あります。 

よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 
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○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

討論及び採決は、後ほど総務部と一緒に行います。 

 

【議案第３９号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第３９号、平成２６年度大仙市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第３９号、平成２６年度大仙市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。 

資料 NO.３、補正予算書の３３ページをお願いいたします。 

主な事業の説明書は、資料 NO.３－１の６ページとなっております。 

今回の補正でございますが、保険給付費の決算見込み、確定した交付金、返還金等の

補正でありまして、歳入歳出それぞれ９，８７０万９千円を減額し、補正後の総額を９

９億６，７２９万９千円とするものであります。内容につきましては、事項別明細書に

よりご説明いたしますので、補正予算書の３８ページをお開き願います。 

はじめに歳入でございます。３款１項１目、療養給付費等負担金は、一般被保険者の

保険給付費の減に伴い、５，５９６万８千円減額するものであります。 

同じく、２項１目、財政調整交付金につきましても、一般被保険者の保険給付費の減

に伴うもので、１，８０２万２千円の減額補正であります。 

４款１項１目、療養給付費交付金、５，３４５万円の減額補正でありますが、退職被

保険者の保険給付費の減によるものであります。 

５款１項１目、前期高齢者交付金は、５，０１０万５千円の減額補正でありますが、

交付金の確定によるものであります。 

６款１項２目、都道府県財政調整交付金は、一般被保険者の保険給付費の減に伴い、

１，８０２万２千円減額するものであります。 

８款１項１目、利子及び配当金、１３万５千円の補正は、財政調整基金の預金利子の

補正であります。 
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９款２項１目、一般会計繰入金は、国保税軽減に伴う保険基盤安定分の確定による６，

６１６万円と、財政安定化支援分の確定による、１，８１８万５千円を合わせて、８，

４３４万５千円を補正するものであります。 

１０款１項１目、繰越金は、前年度繰越金の未計上分、１，２３７万８千円の補正で

あります。 

次の４０ページをお開き願います。歳出でございます。 

２款１項１目５０事業、一般被保険者療養給付費は、１億３千万円の減額補正であり

ます。内容といたしましては、年間平均被保険者数が、当初見込みより、２９０人ほど

の減と見込まれることによるものであります。 

次の、２項１目９０事業、退職被保険者等療養給付費につきましても、退職被保険者

数が、当初見込みより、減と見込まれることに伴う、３千万円の減額補正であります。 

次の４１ページ、７款１項３目１事業、保険財政共同安定化事業拠出金は、国保連合

会での確定に伴う、２，１８８万７千円の減額補正であります。 

次の４２ページ、１０款１項１目９２事業、返戻金、８，３０４万３千円の補正は、

前年度の療養給付費負担金等の精算に伴う返戻金が確定したことによるものであります。 

次の１１款１項１目９０事業、財政調整基金積立金は、１３万５千円の補正でありま

すが、財政調整基金の預金利子を積立てするものであります。 

以上で説明を終わりましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいた

します。 

○委員長（金谷道男） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、どうぞ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑が無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

【議案第４０号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第４０号、平成２６年度大仙市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第４０号、平成２６年度大仙市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。 

資料につきましては国保と同じ資料 NO.３の補正予算書でございます。４５ページを

お開き願います。主な事業の説明書は、資料 NO.３－１の８ページとなります。 

今回の補正でございますが、低所得者の保険料軽減額の確定に伴う、保険基盤安定負

担金、及び、平成２５年度繰越金確定に伴う精算が主な内容で、歳入歳出それぞれ１，

３２９万７千円を追加し、補正後の総額を８億８，１７０万５千円とするものでありま

す。内容につきましては、補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、５

０ページをお開き願います。 

初めに歳入ですが、３款１項１目、一般会計繰入金は１，０８９万円の補正でありま

す。内容といたしましては、平成２５年度繰越金確定に伴う事務費繰入金の精算分３千

円の減額と、低所得者の保険料軽減額確定に伴う、保険基盤安定繰入金の増分、１，０

８９万３千円であります。尚、保険基盤安定繰入金の４分の３は、県の負担金でありま

す。 

４款１項１目、繰越金は、２５年度からの繰越金で２４０万７千円の補正であります。 

次の５１ページ、歳出についてご説明いたします。 

１款２項１目１０事業、徴収費は、２５年度繰越金確定に伴う財源振替であります。 

次の５２ページ、２款１項１目５０事業、後期高齢者医療広域連合納付金、１，３２

９万７千円の補正は、２６年度に繰越しとなった保険料等、２４０万４千円と、低所得

者の保険料軽減額確定に伴う、保険基盤安定負担金の増分、１，０８９万３千円の補正

であります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 
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○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑が無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

【議案第４９号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第４９号、「平成２７年度大仙市一般会計予算」を、

議題といたします。 

それぞれ所管する予算について、順次説明をお願いします。なお、質疑は各所管課ご

とに行います。 

はじめに、環境交通安全課の所管する予算の説明をお願いします。 

冨樫環境交通安全課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 平成２７年度大仙市一般会計予算のうち、市民部・環

境交通安全課所管にかかる主な事業の内容についてご説明申し上げます。 

なお、特定財源については、歳出の中での説明とさせていただきます。 

また、事業毎の説明は、平成２７年度当初予算（案）主な事業の説明書 市民部で行

いますのでよろしくお願いいたします。始めに３－１ページをご覧願います。 

２款１項５目１０事業、交通安全対策推進活動費であります。 

事業の概要は、交通指導隊の報酬及び旅費、制服など交通指導隊員に要する経費が主

なものであります。また、歩行環境シミュレーターについては、新しく、子ども向けの

ソフトを充実させた改良型が、地元企業により開発されましたので、これまでの歩行環
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境シミュレーターを更新し、１０月から導入するためのリース料が５８万９千円となっ

ております。特定財源は、その他の交通災害等共済加入推進交付金５４万円であります。 

３－２ページをお願いします。６０事業、交通安全対策費補助金であります。事業の

概要は、交通安全会補助金と、大仙市交通安全母の会補助金であり、引き続き交通安全

意識の普及啓発のため支援してまいります。 

３－３ページをお願いします。３款１項１目１３事業、防犯対策関係経費であります。

事業の概要は、防犯指導隊員の報酬が主たる経費であります。 

３－４ページをお願いいたします。６０事業、社会福祉総務費補助金であります。大

仙市防犯協会補助金であります。 

３－６ページをお願いいたします。４款１項７目１３事業、環境学習推進費でありま

す。地球温暖化問題やエネルギー問題などについて、環境学習を通じて環境に配慮した

ライフスタイルを身につけるために一般市民、小中学生、事業所を対象に子どもエコチ

ャレンジ、環境家族宣言、ワンディエコチャレンジ、親子自然観察会を実施する経費で

あります。 

３－７ページをお願いします。９１事業、環境保全基金積立金であります。秋田県環

境保全センターからの交付金を協和地域の住民が快適な生活を送るための環境施策に充

てるため、積み立てをするものです。なお、２７年度の基金取り崩し予定額は１，５５

３万３千円で、２７年度末の基金残高は１億１２０万７千円を予定しております。 

特定財源は、その他の環境保全センター交付金２，３００万円であります。 

３－８ページをお願いいたします。４款１項８目１０事業、環境衛生事業費でありま

す。市民が快適に暮らせる環境を維持するため、生活排水、騒音等の生活環境に関する

相談・苦情・要望等に対応するための経費と、全市一斉クリーンアップに伴う経費等と

なっております。特定財源は、その他に市民参加の取り組みを支援するための経費とし

て、地域振興基金の４２４万２千円を充てております。 

３－９ページをお願いいたします。２４事業、公共施設再生可能エネルギー等導入事

業費であります。２７年度は大曲、神岡、中仙の３庁舎に太陽光発電・蓄電池システム

を導入し、災害時に広域防災拠点としての機能をもたせるものであります。 

また、小学校や公民館などの防災避難所となっている４４施設には、６８基のソーラ

ー街灯を設置するものであります。特定財源は、国県支出金の公共施設再生可能エネル

ギー等導入事業費補助金２億５，４０７万４千円であります。 
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３－１０ページをお願いいたします。１１事業、墓地公園整備事業費であります。 

墓地、埋葬等に関する法律により、個人が墓地を設置運営することは、原則認められ

ていないことから、市民要望に基づいた公営墓地の充実を図るものであります。墓参り

に訪れた方々がくつろげ、安らぎのある空間を目指し、駐車場の整備や休憩所と公衆ト

イレの設置及び園路の拡幅など一体的な整備を行うもので、２７年度は対象エリアの測

量・実施設計、管理棟の解体・新築の実施設計及び敷地内の排水対策に係る地質調査を

行うものであります。特定財源は、その他の墓地公園永代使用料５７万円、墓地管理手

数料５２万円、墓園名義変更手数料７千円の合わせて１０９万７千円であります。 

３－１１ページをお願いいたします。４款２項１目１１事業、ごみ不法投棄防止関係

費であります。不法投棄を未然に防止するとともに、不法投棄された投棄物については、

原因者を究明し、早期撤去を実現することで、快適な環境づくりを推進するもので、不

法投棄監視員報酬、不法投棄物処理、啓発などを行う経費であります。 

特定財源は、その他の一般廃棄物処理手数料４６５万５千円、環境保全基金繰入金３

００万円の合わせて７６５万５千円であります。 

３－１２ページをお願いいたします。１２事業、廃棄物処理管理経費であります。 

市内７カ所にある旧最終処分場の維持管理、周辺環境の保全、水質基準の達成などを

図る経費であります。このうち、２７年度では、大曲の一般廃棄物最終処分場について

は、回転円盤装置のオーバーホール、中仙の一般廃棄物最終処分場については、水中エ

ジェクター及びＰＨ槽・分配槽更新を予定しております。 

３－１３ページをお願いします。１３事業、ごみ収集関係費であります。廃棄物処理

法に基づき、市が収集義務のある家庭系ごみについて、計画収集を確実かつ円滑に行う

経費であります。新規では、ごみ集積所の表示看板が老朽化していることや２６年度か

ら開始した古布類の更なる周知啓発を図るため、全市約１，８００箇所の表示看板の更

新を行うものであります。 

特定財源は、その他の一般廃棄物処理料７，２２６万２千円、一般廃棄物・浄化槽清

掃業者許可証交付手数料１６万８千円、資源物売払収入８７７万３千円で、合わせて８，

１２０万３千円であります。 

３－１４ページをお願いします。１４事業、廃棄物減量化対策費であります。 
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次世代に豊かな環境を残していくために、市民、事業者、行政が協働し、これまでの

ライフスタイルの転換を図り、循環型社会の構築に向け、ごみの減量化・再資源化を推

進する経費であります。 

特定財源は、その他の一般廃棄物処理手数料３，８０３万８千円であります。 

３－１５ページをお願いします。１５事業、粗大ごみ処理対策費であります。 

家庭から出る粗大ごみを計画的に収集し、公衆衛生の保全と廃棄物の適正処理を実現

するための経費であります。特定財源は、その他の粗大ごみ処理手数料７６万５千円で

あります。 

３－１６ページをお願いいたします。１７事業、一般廃棄物最終処分場廃止調査事業

費であります。埋立が完了した市内７箇所の一般廃棄物最終処分場について、適正に廃

止することにより最終処分場周辺の生活環境を保全するもので、２６年度に基礎調査を

行い、２７年度では、廃止に向けた年次計画を策定する経費であります。 

また、今後廃止事業の立案のためにも必要な水質検査を行うものであります。 

３－１７ページをお願いします。１９事業、ＮＯレジ袋推進事業費であります。 

ごみの減量化による地球温暖化対策の一環として、身近な生活の中で取り組みやすい

買い物時のマイバッグを持参し、レジ袋の削減を推進するものであります。 

特定財源は、その他の一般廃棄物処理手数料２９万円であります。 

３－１８ページをお願いします。６１事業、ごみ集積所設置補助金であります。 

ごみ集積所の未設置箇所への新設、老朽化したごみ集積所の建て替え及び補修を行う

ことにより、公衆衛生の保全及び計画収集業務の円滑化を図るものであります。新設・

建替の場合は、２分の１以内で限度額５万円、補修の場合は３万円以上の事業費に対し

て事業費の２分の１以内で限度額３万円を補助するものであります。 

３－２０ページをお願いします。８款２項８目１０事業、通学路グリーンベルト設置

事業費、債務負担行為分であります。８款２項８目７事業の通学路グリーンベルト設置

事業費から債務負担の設定により事業科目変更となっております。 

２７年度は、３小学校、３中学校、３高等学校についての通学路で、施工予定延長が

５，８５２ｍ、外側線では６，５７３ｍを予定しております。 

次にＡ３版の資料でございます。平成２７年度当初予算概要、総務民生常任会、市民

部でお願いいたします。環境交通安全課の所管事業について、追加の説明とさせて頂き

ます。１ページをご覧ください。№２になりますが、２款１項５目５０事業、交通安全
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対策費負担金については、大仙市と美郷町で構成する大仙地区交通指導隊連合会負担金

であります。 

№４の７０事業、交通安全推進集会経費については、１０月２２日に太田地域で開催

する経費であり、交通安全パレード、推進集会を開催するものであります。交通安全と

防犯・防災・青尐年健全育成の連携が図られてきておりますので、今年度からは安全安

心まちづくり推進大会と同日開催としての実施を予定しており、太田文化プラザまでの

パレードのうち、推進集会として表彰やセレモニー、講演等を行うこととしております。 

№６、３款１項１目１４事業、安全安心まちづくり事業費は、今年度から大仙市安全

安心集会と名称を改め、パレードを行う交通安全推進集会と融合させ、同日の１０月２

２日に太田地域での開催とし、防犯、防災、青尐年健全育成、交通安全を集約した集会

としての実施を予定しております。 

№７、５０事業、社会福祉総務費負担金のうち、環境交通安全課所管分の負担金は、

秋田県被害者支援センター負担金であります。 

№９、４款１項７目１０事業、環境衛生費事務費については、環境審議員報酬のほか、

狂犬病予防注射通知葉書代など、環境衛生及び狂犬病予防対策に係る事務費であります。

特定財源はその他の狂犬病予防注射済み票交付手数料６５万１千円であります。 

№１０、１１事業、自主防災事業費は、町内会や衛生活動団体等が地域に応じた衛生

対策として、散布する防疫薬剤の一部を支給するものであります。 

№１１、１２事業、公害対策費は、河川等への油流出事故対応など、水質汚濁防止対

策を行うとともに、生活環境の保全のため、河川水質、道路騒音、酸性雪、臭気の状況

を調査、測定するものであります。特定財源は、国県支出金の衛生公害関係移譲事務交

付金８０万２千円であります。 

№１３、１４事業、狂犬病予防対策費は、狂犬病予防法に基づき、犬の登録事務や予

防、注射済み票の交付を行い、狂犬病を予防するとともに、犬の飼い方のマナー向上を

図る経費であります。特定財源はその他の犬登録手数料２８万６千円と、狂犬病予防注

射済み票交付手数料２７万２千円の計５５万８千円であります。 

２ページをお願いいたします。№１４、５０事業、環境衛生費負担金は秋田県都市環

境問題連絡協議会負担金、雄物川水系水質汚濁連絡協議会負担金、東北都市環境問題対

策協議会負担金等への負担金であります。 
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№１５、５１事業、大曲仙北広域市町村圏組合斎場負担金は、４，０７６万７千円で、

広域市町村圏組合で管理運営する北部、中央、南部斎場の管理運営費の大仙市負担分で

あります。 

№１６、５２事業、大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場改築事業費負担金は、２，７

３７万６千円となっています。特定財源は、市債の保健衛生債・中央斎場移転改築事業

債の２，７３０万円であります。 

№２０、４款１項１０目１０事業、墓地公園管理費については、公営墓地の機能と景

観を維持するための委託料及び修繕料等の経費となっております。特定財源は、その他

の墓地公園永代使用料１１１万９千円、墓地管理手数料４２４万７千円、墓地使用許可

証再交付・名義変更手数料３千円の合わせて５３６万９千円であります。 

№２２、４款１項１１目１０事業、斎場管理費について、西仙北火葬場は、昭和３７

年に開設され、老朽化が進んでおり、広域組合で運営する新しい火葬場、新中央斎場の

移転改築にあわせ、廃止とするものであります。４月１日廃止後の解体に向けた実施設

計及びダイオキシン・アスベスト調査業務委託料などとなっております。 

№２３、４款２項１目１０事業、清掃総務費は廃棄物減量等推進審議会経費及び清掃

事業費全般に関する事務経費となっております。 

３ページをお願いいたします。 

№３１、５０事業、清掃総務費負担金については、全国、秋田県の清掃会議等への負

担金となっております。 

№３２、５１事業、大仙美郷環境事業組合負担金については、大仙美郷環境事業組合

に対するごみ、し尿処理施設の運営建設及び起債償還に係る負担金であります。負担割

合は、平等割５％、人口割１５％、利用率割８０％となっております。 

№３３、５２事業、大仙美郷環境事業組合負担金、交付税算入分については、建設事

業に係る起債償還分の交付税措置されている額を、大仙美郷環境事業組合に負担するも

のであります。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

しあげます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

大野委員。 
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○委員（大野忠夫） （聞き取り不可能）入る訳だけれども、資料を事前配布されて感じ

たことを一つお願いしたいと思います。特定財源の話しですけれども、例えば今、盛ん

に言われた一般廃棄物の処理手数料という、こういうものについては今年度は、何々に

なんぼ、とかと説明しているんだけれども、こういうのはとにかく表にして、資料でパ

ッと配布してもらうことはできねものだがな。なかなかこれ探していけば、あれこれば

（聞き取り不可能）、できればこんだけ手数料があって、こういうことを活用して、そ

ういう環境のことをやっているんだよという、一目でわかるというのは、市民の側も非

常に良い参考になると思いますので、そのことを一つお願いしたいなということです。 

あとは太陽光発電また各学校の計画が出ている訳ですけれども、これまでに、学校関

係だとか、そういう公的なところで、活用した代替エネルギーの関係について、管理の

方、要はその何と言うかな、関係は、各担当、学校だとか、そういう所の管理だとか、

そういうものは、非常にうまく行っているものだしか、それとも何かここは尐し非常に

難儀だなというようなことなどがあるものだしか、あったら一つお知らせ願いたいとい

うふうに思います。 

あとは私あの、毎日ウオーキングしている訳ですけれども、この環境衛生の分で、狂

犬病だとか、犬の関わりについて非常に、何と言いますか、この、飼っている方に対し

ては、考えた対策をやっている訳ですけれども、これに応える、その飼い主のことも非

常に気にかかる訳です。今年は特に雪が尐なくて、助かった訳ですけれども、大きい道

路はもちろんなかなか、犬も散歩に連れて歩くのも大変だと思いますけれども、歩道に

あまりにも散らかっていて、各町内によっては、そこに看板を、あれはどこで作ったか

わかりませんけれども、立てて頑張っているところもあります。これというのは、狂犬

病のその、注射したとか、あのことをやったとかといった時に、そういう飼い主に対し

て、これだけじゃ無くて、ここもちゃんとやってくださいよという、指導など、できる、

そういう体制などは出来ないものかなと、いうこお、この３つだけお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） まず１つ目の特定財源について、尐しわかりやすいよ

うな表を整理できないかというお話については、特定財源全体のことにも係るかも知れ

ませんが、まず当課については特に複数の科目にまたがって充当しているケースがあり

ますので、それについては別立てで用意できるようにさせて頂きたいと思います。 
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それから２つ目の太陽光の方の管理について、ということです。当初こちらの方で設

置事業については、県の基金を使いながら実施しているところですが、建物に付随した

施設ということで建物が移管されています。中学校等については、勿論、教育委員会あ

るいは管財というようなところに移管をされて行くことになりまして、今のところ、こ

れまでの設置されてからの経緯としては、不具合等の状況の報告はされておりませんで、

順調というふうに聞いております。 

それから３つ目の狂犬病の予防接種時に、例えば飼い主のマナーですね、犬の糞等に

ついて、一体としてできないものかと、いうようなことでございますが、具体的に狂犬

病の注射についての対応が、動物病院等で接種できるようになってきていますので、そ

のような病院等でできる際に、呼びかけができるような工夫について、勿論、糞害等に

ついての注意喚起は広報等でもしている訳ですけれども、それに準じるような所で、尐

しでも多くの方に、そのマナーをですね、呼びかけれるような、対応ができればという

ふうに思います。看板等についてのお話もありましたが、看板等の注意喚起等について

は当課の方で担当しているところでございます。現状がありますと、市民等から連絡を

頂いて、こういうふうな状況だということでありますと、現場を確認して、それについ

て看板の設置が必要であるかどうかも判断しながら、設置していると、いうのが現状と

して対応させて頂いております。 

○委員長（金谷道男） 大野委員。 

○委員（大野忠夫） そういうことというのは細いような話しですけれども、環境衛生だ

からやっぱり、観光をメインにしてこれから皆さんから来て頂くということになれば非

常に気にかかる分で（聞き取り不可能）。それであの、犬といえども、やはり毎日の生

活のパターンと言いますか、大体ここら辺に来ると、大体行きたいなとか、そういうの

があるんでないかと思います。だから連れて歩いている飼い主は大体同じ所で、毎日同

じ物を（聞き取り不可能）やっぱりかなり目立つものになってしまう。その辺はやっぱ

りマナーの問題だということで投げておかないで、ここできちんと、何て言うかな、ち

ゃんと、ペットを、病気にさせては行けない、噛ませて相手に危害を加えてはいけない

とかって、そういうことについては一生懸命、まずこれは法律かもしれねけれども、や

るんですけれども、このプラスの部分について、そういう時に強くですね、指導をやっ

ぱりして頂かないと、街がきれいにならないんでないかなと、いうふうに思いますので、
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一つよろしくお願いしたいと思います。あの非常に立派な方たちが、一番大変なことを

やっていますので、何とか一つよろしくお願いしたいと。 

○委員長（金谷道男） はい、ほかにございませんか。 

秩父委員。 

○委員（秩父博樹） ご説明ありがとうございます。 

３－１３ページの所の、ごみ収集関係のところですけれど、古布類について、まず目

標を達成したということで、これについては今後も、周知、意識啓発図っていくという

ことで、対応のほど、どうか今後ともよろしくお願いしたいということと、あと、これ

に準じて、ごみの減量化ってずっと今後もテーマになっていくと思うんですけれど、前

に市民部長から見せて頂いた、生ごみの分別する機械だとかを見せて頂いたんですけれ

ど、あれは結構経費もかかるもので、大がかりなものだなとも思ったんですけれども、

例えばですけど、うちのような田舎のところであれば、うちの野際なんかに生ごみ、山

にして置くということも出来るんですけれど、なかなか街中の方だと、結構難しいとい

う部分もあると思うんです。今たまにエコマイスターさんかなんか来て、コンポストの

説明会とかやっているみたいですけれど、今後、そういうの、尐しずつの普及しか、厳

しいかなとは思うんですけれど、生ごみの減量に対して、今後、想定されている取り組

みというか、その辺今、考えあれば、教えていただければと思ってでした。よろしくお

願いします。 

○委員長（金谷道男） 部長。生ごみ対策についてということです。 

○市民部長（山谷勝志） 生ごみの減量をＰＲしている訳ですけれども、取りあえず、ま

だ具体的ではございませんが、秋田大学の方に、水分を飛ばすような、機器の開発を地

元の企業と連携してやれないか、ということでご相談をしている段階でございます。分

別をして頂きまして、取りあえず水分を飛ばすと、いうふうな形で、安くできれば、全

戸配布等も考えて、それからリサイクルと言いますか、例えば肥料等についての問題に

ついて考えていきたいなと思っております。いきなり、堆肥化というのが、いろいろ流

通の問題とか、ありますし、今の焼却炉の問題もあります。そういうふうなこともいろ

いろ計算しながら、今後に向けては取りあえず、水分を切っていくというふうな部分で

減量化を図りたいというふうに考えておりますので、すぐに物が出来るかというと、そ

こはまだこれからという所ですので、ご了承を願いたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 秩父委員。 
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○委員（秩父博樹） いろいろ問題あって難しい課題かなと思うんですけれど、対応の程、

どうかよろしくお願いしたいと思います。やっぱり水分一番含んでいるのが、やっぱり

生ごみだと思いますので、今の焼却の一番妨げになっている部分かなとも思われますの

で、どうか今後とも、いろんなアイディアを出しながら対応の程、よろしくお願いした

いと思います。以上です。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） じゃ、いろいろと。 

まず、交通指導隊と防犯指導隊というか、この方々、兼務しておられるというふうな

方はいないのか、というふうなこと。それからあとはごみ問題で、一貫して私も生ごみ

の分別というふうなことを提起してきましたけれども、一般質問での答弁に、現在の焼

却場の構造上、この無理だというふうな答弁があった訳ですけれども、その無理なのは

一体どこに無理があるのかと、いろいろ喋っていると結局、水を切るというふうなこと

は、していかなきゃいけないと、いうふうに言っているんですけれど、いずれ分量その

ものに、無理がある、分量を減らすことそのものに構造上の無理があるのか、それとも

封緘施設というか、まず乾かす、そうした設備があるわけですけれど、その乾燥設備と

いうふうなところに水の無い、水の無いものだけを入れて、さらに乾かすというふうな

こと自体の構造上の問題があるのか、いわゆる生ごみを入れないと、その封緘施設、設

備の方がなかなか問題が生じてくるのか、この点ね、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（金谷道男） はい、部長。 

○市民部長（山谷勝志） 最初の指導隊関連につきましては、交通指導隊あるいは防犯指

導隊の兼任の方はおりません。 

それから生ごみの問題で一般質問もありましたけれども、クリーンセンター建てる前

に、どういう性質のごみが投げられて行くかというふうなものを調査して、それに合わ

せた焼却炉というふうなことで設計されまして建てられております。その中で、水分含

有量を一定のこの範囲というふうなことで、設定して作られているということから、そ

れに合わせたという部分でございます。ただそこで前後、余裕は一定の範囲で持ってい

るとふうなことをクリーンセンターの方から聞いております。現段階では、水分含有量

を１割程度は尐なくなっても大丈夫ですというふうな話しを伺っております。取りあえ

ずは、そういうことで、水分を減らすことによって重量計算されますので、重要が減る
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というふうなことで、そういうふうなほうこうでちょっと進めているという所でござい

ます。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） いずれ、ごみ焼却場に出されるごみの４割は生ごみで、生ごみの６

割は水と、６割以上かな、水というふうなことで、これ１割程度までは減らすとしても

構造上問題無いと、いうふうな今の話しのようですけれど、さっき言った、秩父さんへ

の答弁で、水切りだとか、そういうふうなのをどんどん進めて、いわゆるなんぼでも水

分の尐ない生ごみというふうなもので、出すというふうなことで、そういったことを考

えると、これが進めば、焼却場に出される生ごみの水分量は大幅に減るというふうなこ

とが見込まれますので、喋っていることに尐し矛盾を感じるんですよね。まあ、もとも

と、その水分を激減させた状態のごみだけを出すというふうなことが本来出来る施設だ

ったのではないかなと私はずっと感じているわけです。確かに施設の構造の維持だとか

何とかというふうなことでは、水分を冷ますのか何かわかんないけれども、そういうの

は確かに必要なのでしょうけれども、生ごみ全体の水分量を減らした状態で、そういう

方法も考えているという訳だから、そういう方法で出せることなのであれば、生ごみ自

体を減らすと、いうふうなことも十分可能なものなのではないかなと思うわけですので、

ちょっとこう、答弁にね、尐し矛盾を感じているものですから、ちょっとそこら辺の。 

○委員長（金谷道男） はい、部長。 

○市民部長（山谷勝志） あの、燃やせるごみのうちの４割でそういうふうな話しでござ

いまして、そのうちの６割近くが、その水分という話しでございまして、全てがという

訳ではございません。今後、その水分関係を飛ばすにしても、いずれクリーンセンター

も入れながら、どの程度までそういう水分を飛ばすことができれば、対応できるのか、

ということを、いろいろ検討しながら、進めて行きたいというふうに考えておりますの

で、まるまる水分が無くなるという訳では無いと思いますので、そういうふうなところ

で、クリーンセンターの方と一緒に協議あるいは、大学の方でそういうふうな対応に出

来るのかどうかというふうなことも含めて、検討を進めて行きたいなと、まるまる無く

すということは、現段階では考えてはいませんので。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 大学で研究されている遠心分離器か何か、かけてバーと水を飛ばす

のかどうかわからないんですけれど、その研究設備というふうなものが、一旦は焼却場
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に生ごみを集めて全体をそうやって水を分離させて、全体の量を減らすというふうな考

えのもとに研究されているものなのか、それとも各屋々にまた分離器みたいなものを渡

して水切りを、各屋々にさせて、さらにきっちりさせるというふうなことでやろうと考

えて、そこら辺の根本的は考え方というのは、どうなっているんですか。 

○委員長（金谷道男） はい、部長。 

○市民部長（山谷勝志） まだ具体的な所までは、話しは詰まっているところでは無くて、

大学側としては、全戸に配布しますかと、ただそれも低料金でできるようなものであれ

ばよろしいですけれども、それが高額になるようであれば、進めるというふうには行け

ないと思いますので、その辺を、逆に高額になるとすれば逆に補助というふうなことも

あるだろうし、具体的には、まだ大学との詰めというところまでは、行ってませんので、

佐藤委員が指摘されているようなことも検討の材料に入れながら進めて行きたいという

ところですので、一つご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） いずれにしても、まだ焼却場の方では、１割程度の水分の量を減ら

す、そういうふうなことは十分可能だと、いうふうなことで現在まず言っている訳です

から、やっぱりこれに向けての、いかにやっぱり減らそうかというふうなことで、具体

的に、研究費用が何か高くついて、出来た機械がさらに高くて、結局金が高けりゃ、こ

の話しは進まないなんていうことになればね、おかしい問題だと思うんですよね。やっ

ぱり現に十分、まだ１割程度減らす、そうしたことが可能だと、いうふうなことなので

あれば、あとはその仙北市の方からの、ごみの搬入等のご相談なんかも来ているようだ

し、絶対量が増えると、いうふうなことなんかも考えますと、いかにしてやっぱり減ら

すかというふうなことを、現在の可能な時点で十分にもう、実際に検討に入っていく必

要があると思うんですよ。そういう意味で特に集中した生ごみを畑だとか、そういった

ところで処理、まだでき無い、そうしたやっぱり町部の集中した人口密集地なんかをこ

う、モデルとしながら、今、やっぱり分別収集して、堆肥化に向けての検討に進めると

いう時期にもう来ていると私は思っていますので、是非進めていただきたいものだと、

いうふうなことをお願いしたいと思います。 

○委員長（金谷道男） ということで、部長ある。 

○市民部長（山谷勝志） 以前にもお話しましたが、広域化という、廃棄物の広域化とい

うものも進めて県といろいろ協議を始めております。仙北市、それから美郷町と大仙市
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というふうなことで、仙北市の方では最終処分場がまだかなり余裕があるというふうな

こともありますので、モデル事業ができるのかどうかも含めまして、その中で検討させ

ていただければと思っております。 

○委員長（金谷道男） はい、質疑の途中ですけれども、この際、暫時休憩したいと思い

ます。 

１１時２０分に再開したいと思います。 

 

休憩（午前１１時０９分～午前１１時１８分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を行います。 

質疑のある方、どうぞ。 

部長、１件良いですか。 

ごみの集積所、いつかも話しをしたんだのも、非常に幹線道路というか、道路上の集

積所って、非常に誰でも自由に使ってくださる訳しな。ルールを守って使ってくださる

分にはまずどうってこと無いんだけど、非常にルールを守らない使い方をする訳。特に

春先とかって結構多いんだしな。それで、私、自分の方の例なんなのも、朝付くんだし

よ、何人かで。それを何回か繰り返せば、大夫、防げるように、時々やっていないと、

戻る訳。ただその付いている時に、ただ立っているんでは、おめたち何だっていう話し

になるんだよな。さっき集積所の看板やるっていうけれども、もしかして同時に、何か

腕章とか、帽子とか、考えて貰われないかな。すればそれ持っていれば、正規にしゃべ

れるというか、うちの方は実はなぜか行政協力員が責任者だという自覚をしているので、

私もときどき行ってやるんだのも、残ったやつ皆、２人してばらして、もう一回袋さ入

れ直しして、正規なものにして、また出したりしてやっているんだのも、やっぱりそれ

をあまり通りだと、本当うちだけでは無い、通りにある集積所はほとんどやられている。

地区外なんだよして、はっきり言って。別の袋が入っているから。エリア外の袋が入っ

ているから、だから通勤途中に多分置いておくんだと思う。まずそれを考えて頂きたい

なということです。何か目印になるもの。帽子とか腕章とか。１か所さ、１つとか２つ

とか。せば付いていて何か言えるのも、ただ立っていれば、こんどは喧嘩になる。付い

ていることも凄い脅しになって、置いて行けないで通り過ぎて行く人もいるんだ。大し

た良いことなんだ。だから多分よ地元の人では無いというふうに思う。名前は書いてい
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ない、袋はでたらめ、出す曜日は関係無い、へでえのは全種類置いて行ったりする。こ

の前は全種類置いてらっけ。燃える物、燃えない物、それから資源も何も袋さ入れてど

んと。やー、うちの方は結構やられている。うん。だから地元の人ではないんだ多分。

通りだから通りのところは大体目にあっているんだ。ダミーのカメラをやるって言う話

しもしたたのも、結構それ太田ではよ、それで目にあっている箇所は何カ所かある。だ

から是非。 

ということでそれを考えていただければと。お願いします。 

はい、大野委員。 

○委員（大野忠夫） 一つだけ。ごみの旧市町村、合併前の各町村でそれぞれごみの処分

場を設けて、何カ所かやってきた訳ですけれども、このことは何年か前にも話しをした

ことがありますが、最終処分場ということで、処理をする、いろんな基準があって今や

っている、さっきの話しから行けば、そういうことなんだけれども、この各地域の処分

場は何カ所かあったべども、これ全部処理終わったというのは何パーセントくらいある

もんだしか。 

○委員長（金谷道男） 山谷部長。 

○市民部長（山谷勝志） 旧処分場は、全部、終わっています。ただ終わっていると言い

ながら、廃止というところまでは行っていなくて、その為に、廃止をする為に、今、委

託して、これからどれくらいかかって、どこを先にやるかとか、そういう計画を２７年

度に、策定していくという所です。なので埋める場所は旧の所では１箇所もございませ

ん。 

○委員長（金谷道男） 大野委員。 

○委員（大野忠夫） 全部終わったと、法律上から行けば全部終わったと、それでまたそ

の後、しっかりした整理をするということを今言われたと思うんだけれども、今回のこ

の資料の中に、まだ地域によっては、何と言うんですか、何々が流れているから、例え

ば良く言われるダイオキシンだとか、そういった部類の、要するに引っかかるものがあ

るから、今処理しようということで、今やっている予算付いているのは。何かそういう

こと２箇所、今言ったカメラの関係だとか、もう話しもでているんだけれども、この不

法投棄に対するカメラとか、あれは年次計画でこうやっている、すればカメラっていう

のは、１回付けると、何年間そのまま使っていくのか、あと１年やって、そのやつ持っ

て、別さやるのか、その辺は何たものだしか。 
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○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 不法投棄の監視カメラにつきましては、各支所と相談

しまして、１年ごとに、設置箇所を変えている現状でございます。２６年度については

太田地域、希望の箇所がありまして、そこに設置をしたということです。毎年こう順次、

地域を変えて、設置をしているということになっております。 

○委員長（金谷道男） 最終処分場の管理の話し。 

○委員（大野忠夫） 大曲だとか、それからどこだか、こういうものを処理するというこ

とで、やっているんだのも、そういう処理するということ、まだそういうことがあると

いうことだんしか。さっき出来たという話しだのも。ちょっと話しが合わねねが。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 旧市町村で設置いたしました最終処分場については、

大仙市内に７箇所あるところでございます。その７箇所のうちの、大曲とそれから中仙

の最終処分場については、まだ水の管理等をする必要がありまして、それが水処理施設

の機械等も動いておりまして、機械を動かしながら維持管理している状態と、新しい処

分場として、新しい投棄物は処分して行かない、埋め立てをして行かないんですけれど

も、埋め立てした後の安定するまでの一定期間、５年以上の安定化した部分が必要だと

いうような基準になっておりますので、埋め立てが終えてから、最終的に廃止に至るま

での間は、一定管理をしていくということなのですが、その水の管理について必要にな

っている施設が、先ほど言いました大曲と中仙の２箇所の最終処分場であります。 

それにつきましての項目が先ほど説明させて頂いた、廃棄物処理の管理経費というこ

とで、工事等が予定されていると、いうような説明をさせて頂いた２箇所ということに

なります。その他の５箇所については、そういう水処理等の施設がありませんので、今

後、この調査７箇所の調査を２６年度いたしましたので、その水処理等をしていく２箇

所の、大曲、中仙、維持管理にお金がかかっていくわけですので、その辺を中心に優先

順位を付けながら廃止できる、計画を２６年度で７箇所調査をして、２７年度に廃止に

向けての順番ですとか、順位を付けながら、どういう形で廃止、最終的な廃止をしてい

くのかという、計画を２７年度で立てたいと、いうような流れになっていくものでござ

います。 

○委員長（金谷道男） 良いしな。はい、大野委員。 
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○委員（大野忠夫） ついでなので、ちょっと自分でしっかり今確認さねで質問するのは

おかしいのだけれども、最終処分場って、今まで各町村で使ってきた、ごみの集積所だ

とか、そういうところに管理をするために、立派な小屋を建てていたんだよな。それで

畳を敷いてちゃんとして、ストーブも付いてあったものだから、そういう建物も全部し

っかり処分して貰っているものだしか。 

俺はそういうことは非常に、あの、今の不法、何だ、青尐年の対象になりうる、畳な

んてちゃんと敷いているものだから、そういうところ俺今、ちょっとあれおかしいなっ

て、（聞き取り不可能）。 

○市民部長（山谷勝志） もしかして処分場のところさ建っていだった管理棟とかだしか。 

それについては、神岡･･･。 

○委員（大野忠夫） 神岡はちゃんと立派にあったんだ。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 神岡の最終処分場についての建物については勿論ある

ということでありますけれども、人が常駐しているということはもうありませんし、入

れないような、管理状態になっていると、いうようなことでございます。 

○委員（大野忠夫） しっかり出来上がったよというのはよ、やっぱりそこもよ、気を使

ってよ、何さ使うものでね、何ともならない、悪いことさ使うんだあれ。やっぱりちゃ

んと、あったら早めに処分してもらって、しっかり綺麗にしてもらった方が良いじゃな

いですか。 

○委員長（金谷道男） 冨樫課長。 

○環境交通安全課長（冨樫公誠） 先ほど説明、尐しさせて頂いた２６年度で現状の調査

を勿論させて頂いているところを、今、まとめて報告書になってくるところでございま

す。それを受けまして２７年度以降、その建物についても勿論ですけれども、どのくら

いの埋め立て、さらに埋め立てが必要なのかとか、そういうようなことも含めて今回、

２７年度で廃止に向けての計画の中で、検討していくことになりますので、ご了解を頂

きたいと思います。 

○委員長（金谷道男） 良いすな。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて環境交通安全課に関する質疑を終結

いたします。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、市民課の所管する予算の説明をお願いします。 

田口市民課長。 

○市民課長（田口禎幸） 議案第４９号、平成２７年度大仙市一般会計予算に係る市民課

の事業について、ご説明いたします。予算概要４ページをお開き願います。 

２款３項１目、１０事業、戸籍住民基本台帳事務費の予算額は５９１万５千円で、内

容としましては、市民の居住関係や身分関係を公証するための、住民基本台帳事務、戸

籍事務等を適正・迅速に処理するための事務的経費であります。財源は、国庫支出金と

して、中長期在留者住居地届出等事務委託金１７万７千円、県支出金として人口動態調

査事務委託金９万円、及び電子署名認証業務関係移譲事務交付金３万８千円、その他戸

籍手数料５６１万円を見込んでおります。 

次に１２事業、戸籍電算システム管理運営経費の予算額は１４万２千円で、戸籍電算

システムのプリンタ用トナーカートリッジの経費であります。財源は、戸籍手数料１４

万２千円を見込んでおります。 

次に１３事業、旅券発給事務費の予算額は３１万４千円で、内容といたしましては、

旅券事務にかかる消耗品費と交付用端末機保守料が主な経費となっております。財源は、

県支出金として、市町村権限移譲推進交付金３１万４千円を見込んでおります。 

次に５０事業、戸籍住民基本台帳費負担金の予算額は２万５千円で、内容としまして

は、県内市町村で構成する秋田県戸籍住民基本台帳事務協議会への負担金であります。 

次に３款１項１目１８事業、人権啓発活動費の予算額は１１７万７千円で、内容とし

ましては、法務省の人権啓発活動地方委託事業による県の地域人権啓発活動活性化事業

の一環として、平成１９年度から実施しております人権の花運動に要する経費でありま

す。この事業は、子供達がお互いに協力しながら花を育てることにより、命の大切さや

相手への思いやりの心を育てるといった人権思想を身に付けることを目的としており、

平成２７年度も市内の全小学校２１校で実施していただくもので、花の苗、プランター、

肥料などの購入費用が主な経費となっております。財源は、県支出金として人権啓発活

動費委託金１１７万６千円を見込んでおります。 
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次に５０事業、社会福祉総務費負担金の予算額は２９万２千円で、内容としましては、

大曲人権擁護委員協議会への負担金であります。 

以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（金谷道男） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑のある方。 

鎌田委員。 

○委員（鎌田正） あの金額大したこと無いんだのも、この５０事業のまだこれ大曲人権

擁護委員会の協議会になっているんだ。大仙の人権擁護協議会では無いんだ。 

○委員長（金谷道男） 田口課長。 

○市民課長（田口禎幸） 人権擁護委員につきましては、法務省管轄でありまして、法務

局管内の人権擁護委員ということで、大曲法務局ということでの名称であります。 

○委員長（金谷道男） 鎌田委員。 

○委員（鎌田正） それから人口割、たかが、微々たるじぇんこだのも、いうまでこの平

成２３年の人口動態でこういった負担金あるんだ。 

○委員長（金谷道男） 田口課長。 

○市民課長（田口禎幸） これは国勢調査の年の人口の割でやってますので、今年、２７

年度ですか、国勢調査がありますので、その際には変わってきます。 

○委員長（金谷道男） 鎌田委員。 

○委員（鎌田正） そうだとすれば、３月３１日の人口だしべ。だとすればだで、１０月

１日でねっかがあれ。 

人口調査するときに１０月１日でねけがって言ったんだ。 

３月３１日の人口で無く、１０月１日の人口なべって今言ってらんだ。何ただしか。 

○委員長（金谷道男） 田口課長。 

○市民課長（田口禎幸） １０月１日でしたので、訂正して申し上げます。お詫び申しあ

げます。 

○委員（鎌田正） もう一回言うのも、この大曲の法務局だと言えばそれまでだかも知れ

ないのも、それまでなのもだで、今これ合併してよ、我々大仙市として今１０周年記念

もやろうとしている時代に、まだ大曲の人権擁護委員って、せば、大仙って何も出てこ

ないんだが、将来とも。課長も言えねべのも、法務局だと言えば、それになっちゃうん

だのも、俺、こんたごと、こんたやつきちんとよ、したがら、こんた時、こんた声があ
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ったということを法務局さ何かの機会に、きちんとあんだ方が、俺だが一人ひとり行っ

てよ、法務局さ言って、大仙にせなんて俺は言えね、言えるものではねったって、あん

だがたがこういう声があるから何ただしかって、言うべきでねがっていうやつだ俺は。 

別にこれ明日に直せとかって言っている意味では無くて、機会を見てよ、合併して１

０年もなったんだから、大仙の法務局にしたら如何ですかって、言うべきでねがって言

うやつだ。 

○委員長（金谷道男） 山谷部長。 

○市民部長（山谷勝志） 国の機関でありますので、その辺、法務局さんの方へ行って、

ちょっとお伺いしてからでないと、回答は出来ないと思いますので、お伺いしに行って

きたいと････。 

○委員長（金谷道男） 鎌田委員。 

○委員（鎌田正） 別に明日行けとか、明後日行けとかって言っているつもりは無いけれ

ども、機会を見てよ、そういう要望を出しても良いんでないのかっていう、皆さん大仙

警察署で大仙警察署になったや。これは県で決めることだから、そうなったかも知れね

ども、皆さんそうやって今、常日頃よ、大仙１０年もなって、地域の声を平等に醸成し

ていかなければならない時代に、まだ大曲さこだわってるのかって俺は、こんたごと、

例えば花火だって、大曲の花火で市の特定のあれだがら、まさか大仙の花火なんて俺は

言う気も無いんだのも、こういった施設なんてきちきちと、おやしたがら、今言ったよ

うに国の施設だから直ぐよ、直せと言ったって、簡単に直るものでねども、そういった

要望を出しても良いのではないのかということだ。 

○委員長（金谷道男） 山谷部長。 

○市民部長（山谷勝志） 大曲法務局管内は横手も入ってますし、美郷も入っています。

その辺、どう出来るのか、ご相談してみたいと思います。要望させていただきます。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

課長、俺一つ要望ある。今人口減尐だどって凄いみんな気にしているんしよな。でよ、

各地域、８つの地域、これからそれぞれ作戦立てていかなければ駄目だと思うんだのも、

その８つの地域で、やっぱりその地域で生まれた人、死んだ人の数、それからそこから

出て行った人、入って来た人の数、で、どっから入ってきたのか、それからどごさ出て

行ったのか、例えば県内、県外、市外移動、そういうデータって、物を考えるときに凄

く大事なんだと思うんしよ。そのデータ、実はわかっているかも知れねども、この前ち
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ょっと欲しくて、ちょっといろいろ問い合わせしたのも、結構難しかったんだしな、答

えを出すのが。ああいうデータって言うのは、非常に大事なので、日常業務の中ででき

る話しだべがら、是非、その支所で、それをこう把握しておくようなこと、毎日の届出

の整理だけでできると思うので、それを是非、毎年の動き、是非やっておいて頂ければ、

いろいろ考える時に、役にたつなと、実は思ったので、何とかそういう方向で、検討し

てみてくださいで。難しいんしかな。 

○市民課長（田口禎幸） 今の委員長の質問については、日常業務の中で、データ処理の

問題だと思うので、それはできると思います。 

特定の人を見るのでは無くて、他町村だとか、県外だとか、というようなことはでき

ます。 

○委員長（金谷道男） 個人の問題ではねえぞ。個人を追跡してくださいということでは

無いので、間違わないでけれな。数の問題、数字。 

○市民課長（田口禎幸） 転入も県内、県外のデータはできます。 

○委員長（金谷道男） 数字が欲しいという話しだ。 

○委員（鎌田正） これは要望になるんだのも、実はこれは本庁では市民課、市民部市民

課ということで、こうやってこうゆう予算はこれはこれで良いんだのも、支所さ行けば、

市民サービス課と称して、消防のこともやらねば、勿論、当然、これもやっているんだ

のも、消防のこともやらねばできね、防災もやらねばできね、あれもやらればできね、

これもやらねばって、多気に渡っているわぎょ。で、市民部、簡単に言えば市民部のこ

ともあれば、総務部のこともあるし、サービス課としては非常に広範囲に事務の窓口が

あるんだよ。そして一番最近俺感じているのは、本庁から例えば自治会長どごさ、例え

ばだで、一例を挙げても良い。例えば防災、ここはちょっとここの担当で無いからあれ

だのも、例えば防災の関係で、自治会長さ連絡入るわけしよ。詳細については、支所の

担当部所さ、問い合わせてくださいと、こう来るんだよ。して問い合わせて行けば、お

や何も本庁からきてねと言うんだよな。今、一例をあげて喋ったのも、したがら、これ

からは今言ったように市民サービス課の、支所の市民サービス課の窓口は広くて大変だ

けれども、やっぱり市民部でも、特に市民部の部だべがら、きちっとよ、本庁と支所の

連絡を密にして貰いたいし、何か本庁で発送した書類あっても、市民サービス課でもわ

かれるような、きちっと連絡を密にして貰いたい、これがまず一つ要望だしな。あまり

にもその市民サービス課が結局、窓口になって怒られるのは市民サービス課で、知らな
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い間に、地元の市民課で何だど、おめだ駄目でねがって、逆に怒られているし、何もわ

からねえじ怒られている、度々あるからまず尐なくても市民部の部については、昨日は

総務部だったのも、総務部さも言えばよかったのも、特に今の市民課で、こう気がつい

て思ってらんだのも、きちっとその連絡だけは、密にして貰いたいなと、これは要望だ

し。 

○委員長（金谷道男） ということで、部長、良いしな。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 人権啓発活動費ですけれども、この事業はプランターだとか、こう

いったところの啓発活動というふうなことで、わかっておりますけれども、人権に関わ

る問題発生事例というふうなものは、この間、どんな社会的な、問題なんかも出てきて

いる中で、子ども、学校、そして家庭の中で、あるいはまた会社、何というかモラハラ

だの、いろんな言葉が飛び交うようになりましたけれども、こうした人権に関わる問題

事例というふうなものが、このところ、増えているものなのか、そういったあたりは大

仙市というか、その辺の事例などの報告、聞いている訳ではないかも知れませんけれど

も、傾向としてどういうふうに思ってらっしゃるものなのか、ちょっとお聞かせいただ

ければと。 

○委員長（金谷道男） 田口課長。 

○市民課長（田口禎幸） 人権のまず相談なんですけれども、やはりこの、人権擁護の関

係の法務局の担当の方から聞いた事例ですけれども、事例というか件数なんですけれど

も、まず年々減って来ていますということでありました。減って来ていること自体は喜

ばしいことだと、いうことなんですが、その真相の深いところでは、相談できる環境が

ちゃんと整っているかどうかというとこまで行けば、ちょっと、そこら辺はまだわから

ないということでしたので、まず、所管がまず法務局で主体で、市として関わっている

ところはございませんので、中身について、どのようになっているとか、ちょっとわか

りませんが、そのような回答でございました。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） いずれ、社会的にはかなり深刻な事態が広がってきているというふ

うな、一般的な認識になってきているんですけれども、いわゆるそういう行政にそうし

た人権相談に来ないとか、あるいは通報が無いとか、隠しているとか、そうしたことに

より、表に出る件数が減ってきているというふうな減尐なのかと思いますけれども、そ
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ういったことが、もう尐しオープンになれるような環境づくりのための啓発活動という

ふうなあたりでは、この花植え運動がどれだけ効果を、尐しこの活動の内容に、そうい

う問題があるとすれば、尐しこの啓発運動の在り方にも、若干方向性を、考えてみる時

に来ているのかなと、何十年ってこの花運動やっているんですよね。その辺ちょっと、

そういう方向性について、検討する機会では無いかということを、ちょっと加えさせて

いただきます。 

○委員長（金谷道男） 田口課長。 

○市民課長（田口禎幸） 先ほども申しましたけれども、平成１９年度からやっている事

業でありまして、人権の花運動については小学生を対象にやっているというところであ

りまして、その他諸々の人権関係の事業については、男女共同参画の方で、いろいろと

やってはおります。市としては、そうです。相談や人権の擁護の先生の活動なんかは、

法務局が主体でやっていますので、そこら辺はこちらの方からも、そういう啓発活動と

か、そういうのは広めていくように要望して参りたいと思います。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて市民課に関する質疑を終結いたしま

す。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、国保年金課の所管する予算の説明をお願いします。 

佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第４９号、平成２７年度大仙市一般会計予算

のうち、国保年金課所管分についてご説明いたします。 

当初予算概要の６ページをお開き願います。 

３款１項１目９０事業、国民健康保険事業特別会計繰出金、６億３，６８３万３千円

につきましては、職員人件費事務費のほか、法定基準に基づく保険基盤安定、出産育児

一時金、財政安定化支援繰出金５億６，６８３万３千円と国保運営安定化計画に沿った

基準外繰出金７千万円であります。 

次に、８目１０事業、医療給付費事務費５５２万７千円につきましては、郵便料等一

般事務経費、福祉医療費システムの保守料、及び２７年度から拡充する中学生の通院費

助成に伴うシステム改修費のほか、システムサーバーのリース料等であります。 
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同じく１１事業、審査支払手数料１，４９３万６千円は、福祉医療費助成に係わる審

査支払手数料であります。 

同じく８０事業、医療給付扶助費につきましては、主な事業の説明書の３－５ページ

をお開き願います。事業名が医療給付扶助費７億４９０万円であります。事業の概要で

すが、これまでの県の補助事業を拡充しての実施に、市の重点施策の一つである子育て

世帯に対する支援策を充実させるため、平成２７年８月診療分から、新たに中学生の通

院自己負担の助成も対象に加え予算計上しております。 

乳幼児・小学生、ひとり親家庭の児童、障がい（児）者、中学生の入院の助成額につ

きましては、これまでの実績から積算をしております。中学生の通院費につきましては

実績がございませんので、国保に加入している中学生の通院費の状況から、年間一人当

たり１万９，３２３円、２７年度は６ヵ月分でありますので、この２分１、９，６６１

円と見込み１，５５１万７千円を計上しております。 

全体の対象者は１万３千９１８人、予算額は７億４９０万円と見込んでおります。こ

のほか、特定疾患・小児慢性特定疾患は、４０件と見込み計上しております。尚、この

うち、県補助額は、補助対象額の５０％、３億１，７６８万円であります。 

申し訳ございませんが、もう一度、予算概要に戻っていただきたいと思います。 

№５になります。３款４項１目１０事業、国民年金費事務費５８万２千円につきまし

ては、国民年金事務の消耗品、郵便料等の一般事務費であります。 

次の４款１項６目９３事業、旧老人保健費４万８千円は、老人保健制度廃止に伴う、

経過措置による請求遅れや過誤調整等に係わる返還金見込み額であります。 

次の、９６事業、旧太田国民健康保険診療所・歯科診療所費、１万円つきましては、

施設廃止に伴い、保険請求等の過誤により、返還金が発生した場合の存値項目でありま

す。 

１４目１２事業、後期高齢者保健事業費２９４万４千円は、後期高齢者の人間ドック

検診費の助成を行うもので、日帰り、一泊合わせて２２０人と見込み予算計上しており

ます。 

次の５０事業、後期高齢者医療費等負担金９億３，１８９万６千円につきましては、

秋田県後期高齢者医療広域連合への負担金で、事務費と医療給付費の１２分の１を負担

するものであります。 
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同じく９０事業、後期高齢者医療特別会計繰出金３億３，６２６万４千円は、職員３

名分の人件費と事務費３，２９４万５千円のほか、広域連合で決定する低所得者の保険

料軽減相当分を保険基盤安定負担金分として３億３３１万９千円を繰出しするものであ

ります。尚、保険基盤安定負担金分の財源は、４分の３が県負担、残り４分の１が市の

負担であります。 

以上が国保年金課所管の説明であります。よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよ

うお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 中学生の医療費の無料化、良かったですね。 

ちょっと反対することではありませんけれども、ただちょっと本当にこれが妥当な策

なのかというようなことで、私はいつも感じているのは、その後期高齢者の人間ドック

の助成の件ですけれども、２２０人ほどが受けられると、いうふうなことですが、本来、

人間ドックというのは、健康な方々が、症状も無いし、定期通院もしている訳でも無い、

そういう方々がやっぱり自分の健康状態が本当に良いのかどうかというのを見定める為

の健診事業なのであって、後期高齢者の方々の多くが病院に定期通院されたり、定期的

に内服されているというふうなことなどあると思いますので、そういった面で一定、後

期高齢者人間ドックの健診費用の助成という対象は、そうした条件を通院を、定期的な

通院もしていなければ、薬治療、受けて無いというような、そういう方々を対象にすべ

きではないのかと、いうふうなことを思っている訳ですが、この予算の実態は、どんな

ものなんでしょうか。 

○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） 確かに、実際、治療を行っていてもドックを受けられる方

はたくさんいると思います。まず治療されている方とドック受診者の調査をして突き合

わせたことは無いんですけれども、後期高齢の方ですので、治療はされていると思いま

すけれども、やはり自己管理ということで、実際に治療を行っているほかの面も気にな

るという方もお出でになると思いますので、そこら辺のことを考えますと、続けていた

方が良いのではないかと考えています。これも国の方で、後期高齢医療の制度の中で、

保健医療として取り組んでいる施策の一つでありますので、ご理解頂ければと思います。 
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○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 大概、定期通院されている方々、高血圧、あるいは心臓が悪い、あ

るいは胃の調子が悪いとかで、ずっと通ってらっしゃる方々、これは病院では大概、定

期的に１年に１辺とか、全身の検査をやったりとかっていうことで、管理されているの

が殆どだと思います。なぜ私これちょっと疑問に思うのかというと、やっぱりこの後期

高齢の方々は、本当にドックという、その意味に相応しい助成費にすべきだというふう

に私は思っているものですから、まず１点はその点。それから、この後期高齢者の保健

事業においても、負担金という、支援金分から納める負担金というふうなものから配分

されているものではないのかという点、ちょっとその辺を確認したいと思います。その

辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） 健診費用に関しましては、全て広域連合からの補助金で賄

ってまして、まず広域連合の方では、国からの調整交付金の方で、特定財源として歳入

なるものですので。保健医療については、この健診としては関わって無いです。 

○委員（佐藤文子） はい、わかりました。 

常にそういう疑問を持っているものですから、尐し、健診活動は大いに結構ですけれ

ども、ドックとしての助成制度、この後期高齢者の助成費、対象をやっぱりしっかりと

健康な方々を対象にしたものにすべきだなというふうなのを、ちょっと最後に付け加え

ておきたいと思います。あとは良いです。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） はい、無いようですので、これにて国保年金課に関する質疑を終

結いたします。 

この際、昼食のため暫時休憩いたします。 

 

休憩（午後１２時０１分～午後１２時５８分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、消費生活相談室の所管する予算の説明をお願いします。西村次長。 
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○次長兼消費生活相談室長（西村とも子） 議案第４９号、平成２７年度大仙市一般会計

予算のうち、消費生活相談室所管に係る歳出の内容について、ご説明いたします。 

Ａ３の予算概要の５ページ、主な事業説明書は３－１９ページをご覧願います。 

７款１項５目１２事業の消費生活相談対策事業費５５９万８千円でございます。 

事業の目的としましては、国の消費者行政推進交付金を活用し、複雑化する消費者問

題に対応する相談窓口の機能強化と被害の未然防止の消費者教育、啓発活動の充実、強

化を目的とするものであります。 

主な事業の概要について、でございますが、人件費３７６万６千円は、相談対応には、

専門的な知識、経験等が求められるため、消費生活相談員２名の継続雇用の人件費でご

ざいます。旅費６２万４千円は、専門的知識を習得する国民生活等が実施する専門研修

受講の相談員、職員の旅費でございます。 

報酬３６万６千円は、行政と地域とのパイプ役として、出前講座や地域への情報提供、

啓発活動等に取り組んでいただいている消費生活推進員１２名の活動報酬でございます。 

報償費の２２万円は、年５回開催する、弁護士無料相談会の弁護士への報酬等でござ

います。消耗品費１０万４千円は、出前講座や街頭ＰＲ等の啓発活動において配布いた

しますチラシやポケットテッシュなどの経費でございます。広告料の１４万３千円は、

新たに開局するＦＭはなびを活用し、緊急の注意喚起や情報提供などの伝達、消費者啓

発を行うための経費でございます。 

参考までに平成２３年度からの相談件数を載せてございますのでご覧願います 

年々、増加傾向となってございます。ほとんどの相談が直通電話に寄せられておりま

すので相談窓口の周知、相談体制の充実が図られてきていると考えております。 

枠内の平成２６年度の主な相談内容をご覧願います。 

通信機器の急激な普及による、若い世代のインターネットや携帯電話、スマートフォ

ンなどを利用しての架空請求や、ネット通販トラブル、電話勧誘によるプロバイダー契

約などの相談が５７件と相談の約３割を占めております。 

次いで、土地や住宅のリフォーム等の相談が３０件で、学習教材や車、テレビ等の教

養、娯楽、趣味などの相談が２６件と上位を占めております。 

また、高齢者の被害も深刻化しておりまして、未公開株や社債などの儲け話や息子や

孫を語ってお金を騙し取る特殊詐欺の被害が後を絶たず、大仙市では１２月から高齢者
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の方々を対象に特殊詐欺等電話撃退装置の貸し出し事業を大仙警察署と連携して行って

おります。現在、２３台設置済みで、引き続き、有効活用に努めて参ります 

本事業の財源につきましては、地方消費者行政推進交付金５２２万６千円と一般財源

３７万２千円を見込んでございます 

次に、Ａ３の予算概要の５ページをご覧願います。  

７款１項５目５０事業、秋田県消費者行政協議会負担金１万６千円は、秋田県及び東北

都市消費者行政職員の研修等を目的とした協議会負担金でございます。  

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく、ご審議、いただきますようお願い申し上げます 

○委員長（金谷道男） 説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 質疑が無いようですので、これにて消費生活相談室に関する質疑

を終結いたします。 

○委員長（金谷道男） 以上で、平成２７年度大仙市一般会計予算のうち、市民部関係に

ついての質疑を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、後ほど総務部と一緒に行います。 

 

【議案第５０号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第５０号、平成２７年度大仙市国民健康保険事業特別

会計予算を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第５０号、平成２７年度大仙市国民健康保険

事業特別会計予算について、ご説明いたします。 

主な事業の説明書は、３－２１、３－２２ページとなっております。 

平成２７年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１１２億９，２７４万９千円とするものであります。 

前年度より、１２億２，６５２万１千円の増となっておりますが、国保事業の広域化

のため、県内市町村の税率の平準化を目的とした事業である、保険財政共同安定化事業

の改正があり、現在、１件３０万円以上の医療費を対象として、県内市町村で調整して



 - 39 - 

おりますが、平成２７年度からは、対象額が１円以上に拡大となることから、全体予算

額が増となったものであります。 

予算内容につきましては、予算概要の７ページ、８ページでご説明させていただきま

す。 

初めに、７ページの歳入でございます。１款、国民健康保険税は、税率を現行税率と

し、課税所得額を米価が下がったことなどから、平成２６年１１月末現在から約１４億

５千万円、率にして１２．１４％の減とし、被保険者数は一般、退職合わせて２２，２

６４人、世帯数は１２，７１５世帯と見込み、一般被保険者分国民健康保険税に１７億

２，０５６万５千円、退職被保険者等分国民健康保険税に１億５，２３６万７千円を計

上しております。 

２款、使用料及び手数料は１２１万１千円の計上で、督促手数料であります。 

３款、国庫支出金は２２億９，０４３万８千円の計上であります。内訳でありますが、

療養給付費等負担金は、一般被保険者の保険給付費、後期高齢者医療支援金、介護納付

金の３２％相当分が交付されるもので１５億１，６３５万３千円を計上しております。 

高額医療費共同事業負担金は、歳出７款の高額医療費共同事業拠出金の４分の１が交

付されるもので７，２０７万４千円を計上しております、 

次の特定健康審査等負担金は、特定健診費用基準額の３分の１が交付されるもので、

１，０２０万６千円を計上しております。 

普通調整交付金は、一般被保険者の保険給付費、後期高齢者医療支援金、介護納付金

の９％相当額と財政調整額等が交付されるもので、６億３，１８０万５千円を計上。特

別調整交付金は、経営姿勢評価等により交付されるもので６千万円を計上しております。 

４款、療養給付費交付金は、退職被保険者の保険給付費等に対して支払基金から交付

されるもので、４億８，４９４万２千円を計上しております。 

５款、前期高齢者交付金は、２２億９９８万３千円で、６５歳から７４歳までの前期

高齢者の加入割合により保険者間で調整され、支払基金から交付されるもで、国の積算

シートにより見込み計上をしております。 

６款、県支出金は、６億７，０８５万６千円の計上であります。内訳でありますが、

福祉医療基盤強化補助金は２，０８３万５千円で、福祉医療に係わる国保会計への影響

緩和のため助成されるものであります。高額医療費共同事業負担金は、国と同様に交付

されるもので、７，２０７万４千円を計上しております。 
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次の特定健康診査等負担金も国と同様に交付されるもので、１，０２０万６千円を計

上しております。 

都道府県調整交付金は、一般被保険者の保険給付費、後期高齢者医療支援金、介護納

付金の９％相当額と財政調整額等が交付されるもので、５億６，７７４万１千円を計上

しております。 

７款、共同事業交付金は、２９億５，００７万９千円であります。うち高額医療費共

同事業交付金は、８０万円を越える高額な医療費に対して、県内市町村で調整され交付

されるもので、過去の実績を勘案し、２億７，０８８万３千円を計上しております。 

保険財政共同安定化事業交付金につきましても、県内市町村で調整され交付されるも

のでありますが、冒頭でもご説明いたしましたが、平成２７年度からは対象医療費が３

０万円以上から１円以上に拡大となることから、大幅な増となっております。県資料を

基に積算し、２６億７，９１９万６千円を計上しております。 

８款、財産収入は、財政調整基金利子の存置項目千円であります。 

９款、繰入金のうち、財政調整基金繰入金は、保険給付費への充当のため、１億５千

万円を計上しております。保険基盤安定繰入金は、３億６，６７９万４千円で、低所得

者の国保税、７割、５割、２割軽減分等を一般会計から繰り入れするものであります。

尚、この４分の３は、国・県から負担金として交付され、４分の１は、交付税措置され

るものであります。次の職員給与費等繰入金は、９，１１７万円であります。出産育児

一時金繰入金は、出産育児一時金の３分の２を繰り入れするもので、１，９６０万円で

あります。 

財政安定化支援繰入金は、８，９２６万９千円で、国より国保財政安定化のため交付

税措置されたものを繰り入れするものであります。 

１０款、繰越金は２千万円で、平成２６年度決算の剰余金見込み額を計上しておりま

す。 

１１款、諸収入は、５４７万４千円で、国保税の延滞金、交通事故による賠償金、返

納金等の見込み額を計上しております。 

次の８ページをお願いいたします。 

歳出であります。１款、総務費は１億３７０万９千円であります。主な内訳は、職員

８名分の人件費、５，６２３万７千円。管理事務費は、２，６０９万３千円で、国保連

合会への電算処理委託料及び事務費負担金等であります。 
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医療費適正化特別対策事業費は、レセプト点検職員１名分の賃金、レセプト二次点検

委託料等で、５０５万８千円であります。 

賦課徴収費は、１，５７４万６千円で、納税通知書の印刷費、嘱託徴収員賃金等であ

ります。 

滞納処分費、３３万４千円は、滞納処分に係わる印刷費、手数料等であります。 

運営協議会費、２４万１千円は、国保運営協議会委員の委員報酬であります。 

２款、保険給付費につきましては、療養給付費等の年間１人当たりの伸び率を、過去

４年間の伸び率の平均とし、一般被保険者の７０歳未満を３．７１％、７０歳以上をマ

イナス０．２９％、退職被保険者等は２．６２％と見込み積算しまして、一般療養給付

費に４９億４，００８万８千円、一般療養費４，９６４万９千円、退職療養給付費に３

億８，７３１万２千円、退職療養費に３２７万５千円を計上しております。 

審査支払手数料は、国保連合会へのレセプト内容審査手数料２，２７９万円を計上し

ております。 

一般分高額療養費は、過去の実績から伸び率を見込み６億３，７９４万２千円を計上

しております。 

退職分高額療養費につきましても、過去の実績を勘案し５，６９６万６千円を計上し

ております。 

次の一般分高額介護合算療養費は４０万円、退職分高額介護合算療養費は１万円を計

上しております。 

出産育児一時金は、１件４２万円の７０件分、２，９４０万円。次の出産育児一時金

支払事務手数料は、１件２１０円の７０件分、１万５千円を計上しております。 

葬祭費は、１件５万円の１７０件分、８５０万円を計上しております。 

次の、一般移送費及び退職移送費は、前年度同額、それぞれ１０万円を計上しており

ます。 

３款、後期高齢者支援金は、１２億７８２万５千円で、後期高齢者医療制度における

医療費の４割に相当する額を納付するもので、国の積算シートにより計上しております。 

次の後期高齢者事務費拠出金は８万４千円を計上しております。 

４款、前期高齢者納付金は５０万６千円で、前期高齢者の医療費を保険者間で調整す

るための納付金であります。 

次の、前期高齢者関係事務費拠出金は、８万７千円の計上であります。 
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５款、老人保健医療費拠出金は、存置項目として千円を、老人保健事務費拠出金は、

精算事務の拠出金として６万８千円を計上しております。 

６款、介護納付金は、国の積算シートにより、５億４，８５３万４千円を計上してお

ります。 

７款、共同事業拠出金の内、高額共同事業拠出金は、国保連合会での積算により、２

億８，８２９万９千円計上しております。 

次の、共同事業拠出金１万円は、退職者医療該当者把握のための、年金受給者リスト

作成委託料であります。 

保険財政共同安定化事業拠出金は、国保連合会での積算により、２８億２，１３９万

８千円を計上しております。 

歳入でもご説明いたしましたが、２７年度からは改正により１円以上の医療費が対象

となることから歳出につきましても大幅な増となっております。 

尚、今回の改正によりまして、交付金、拠出金とも大幅な増となっておりますが、差

引額は改正前とほとんど変わりありませんので、大仙市にとって負担が増えるような影

響はございません。 

次の高額共同事業事務拠出金６１万７千円と、保険財政共同安定化事業事務費拠出金

２０万４千円は、国保連合会への事務費であります。 

８款、保健事業費のうち、特定健康診査等事業費は、特定健診委託料７，０００人分、

５，５９９万７千円を計上しております。 

保健事業費は、人間ドック助成及びジェネリック医薬品差額通知作成委託料等で、２，

１７０万５千円を計上しております。 

９款、公債費は、一時借入金利子で、５万６千円の計上であります。 

１０款、諸支出金は、国保税過年度還付金、７１０万円、返戻金は存置項目として千

円の計上であります。 

１１款、基金積立金は、一般会計からの基準外繰入金と基金の預金利子合わせて、７

千万１千円を財政調整基金に積立てするものであります。 

１２款、予備費は、緊急な医療費の増、又は、国庫負担金等の返還に備えるため、３

千万円を計上しております。 

以上が、平成２７年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算の説明でありますが、よ

ろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 
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○委員長（金谷道男） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、どうぞ。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 一般質問でも国保税の引き下げについて、まず要望したところであ

りましたけれども、ちょっと予算との関係でちょっとお聞きしたいと思います。 

実は介護保険の第６期保険料の算定において６５歳以上の高齢者が納める、保険料が

いわゆる介護費用のうちの６５歳の方々が納める１号保険料で負担する分が２１％から

２２％に増えて、２号保険者の負担分がその分、１％減ったような、そうした構成にな

った訳でありますが、そういう意味で、各保険者、国保への介護納付金分というふうな

ものが、介護納付金というふうなところでの税率を尐しでも下げる方向に作用しないも

のかどうか、できないものかどうかっていうあたりのところをどのようにお考えか。 

○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） ただ今のお話の通り、介護保険の国保の分に関しては、４

０歳から６４歳までの方の、介護の保険料を、国民健康保険税の介護分として納めて頂

いております。２７年度の概算での介護納付金といいますのが、歳出の６款になります

けれども、６款の２７年度当初予算が５億４，８５３万４千円、２６年度が６億２，４

４２万７千円で、差し引きで７，５８９万円、減になっております。これは前年度の精

算も含まれておりますけれども、明らかに介護納付金の納める額は尐なくなっておりま

す。本当であれば、介護納付金分の税と言いますのは、この金額から算定するんですけ

れども、今、大仙市の場合は、基準外繰り入れを行っておりまして、全体的な税の負担

を落としていますので、医療分、後期高齢者支援金分、介護分という税金が３つに分か

れてますけれども、個々に税金の需要額というのは求めていませんので、全体的に押さ

えているという感じでやっていますので、今、この引き上げの分として、介護保険の部

分だけを税金を引き上げるという考えはございません。 

○委員長（金谷道男） よろしいですか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 因みに、今、国保での介護納付金分が税率、所得割で２．何パーセ

ントとか、そんなふうになってましたけれども、もし、何と言うか、介護保険での、６

５歳、１号保険者の負担が１％上がったというふうなことで、２号保険者の負担分が１％

下がったというふうなことで、割り出した、その、割り出せば、どれぐらいの金額にな

るか、計算したことねすべ。まず。もしそういうふうなことも計算できたら････。 
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○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 

暫時、休憩します。 

 

休憩（午後１時２３分～午後１時２４分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

佐藤課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） 国保税としての税率は積算しておりませんけれども、国の

方から、支払基金を通して、介護納付金を納入しなさいということで来るわけですけれ

ども、その１人あたりの金額とあります。２５年度は１人５万８，５００円、これが２

５年度の決算ですね。２６年度はちょっと資料が無いので、２７年度の概算なんですけ

れども、６万２，２００円。これは上がっているんだな。 

２６年度の概算が６万３，２７０円、２７年度の概算が６万２，２００円、というこ

とで尐し下がっています。これがちょっと税率で行くと何パーセントかちょっとわかり

ませんが、いずれ１人あたりの概算額が落ちてますので、これは間違いないです。この

ぐらいの落ち幅です。 

○委員長（金谷道男） 佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） この１％マイナスによる、１人あたりの介護納付金は、２６年度よ

り下がったというようなことのようですけれども、あちこちの国保では、１人あたり数

百円単位で、引き下げというふうなこともしっかり行って、市民の税率というか、税金

をやっぱり引き下げる方向で頑張っている自治体が増えてきているんですよ。これは１

人あたり１，０７０円という引き下げ分ですので、１世帯あたりでいけば、６５歳まで

の方々、４０歳以上の方々、２人では２千なんぼ程度というふうなことになるわけです

ので、若干でも税率に反映させて引き下げというふうなものも、これから見れば可能で

ないかなというふうなことを思います。わずか１人あたり１，０００円というふうなこ

とであっても、今の国保加入者の、経済状況、それから物価高、農業収入の激減という

ふうなことなどを考えますと、負担率の下がった部分において、わずかでも引き下げる

という、その気持ちをやっぱり市としては、是非、考えていただきたいものだなという

ことを付け加えさせていただきます。 

○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 
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○国保年金課長（佐藤和久） 今の介護保険の部分に関してのこういった引き下げはあり

ましたけれども、大仙市はずっと２１年度から税率を据え置いております。これまで一

般会計からの基準外繰り入れを２７年度も繰り入れを行って、基金に積んで、１億５千

万円を崩して、はっきり言ってこの分は、税に求めなきゃいけない、本来であれば税に

求めなければいけない１億５千万ですけれども、これを基準外から、一般会計の方から

支援を頂いて、全体の税の負担を緩和しているという状況ですので、介護保険の部分で

確かにこれは落ちていますけれども、介護保険、個々という考えでは無くて、全体の国

民健康保険税として考えて行きたいと思っておりますので、ご理解をお願いします。 

○委員長（金谷道男） という考え方のようですので。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） なければこれにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

【議案第５１号】 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第５１号、平成２７年度大仙市後期高齢者医療特別会

計予算を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤国保年金課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） それでは議案第５１号、平成２７年度大仙市後期高齢者医

療特別会計予算について、ご説明いたします。 

主な事業の説明書は、３－２３ページとなっております。 

平成２７年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８億５，３３２万８千円とするものでございます。 
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内容につきましては、Ａ３の予算概要の９ページにて説明させていただきます。 

初めに歳入でございますが、１款、後期高齢者医療保険料は、保険料率を均等割額、

３９，７１０円、所得割８．０７％とし、被保険者数を１６，４５６人と見込み、秋田

県後期高齢者医療広域連合で積算しました保険料額を特別徴収保険料現年度分に４億１，

２０５万４千円、普通徴収保険料現年度分に１億３０１万４千円、普通徴収保険料滞納

繰越分に５９万４千円を計上しております。 

次の２款、使用料及び手数料のうち、納付手数料は存置項目として千円、督促手数料

は、平成２６年度の実績見込みから１７万３千円を計上しております。 

３款、一般会計繰入金、３億３，６２６万４千円につきましては、職員人件費、事務

費、及び広域連合で決定する、保険料軽減相当額を保険基盤安定繰入金として一般会計

から繰入れするものであります。尚、保険基盤安定繰入金の４分の３は、県の負担金で

あります。 

４款、繰越金は、存置項目として千円を計上しております。 

５款、諸収入につきましては、延滞金２万１千円、過料は存置項目の千円、保険料還

付金は、異動に伴う還付金の財源として広域連合から交付されるもので、２６年度の実

績見込みから５１万７千円を計上しております。 

また、還付加算金は存置項目の千円、雑入には、広報掲載、パンフレット購入等に対

する広域連合からの助成金６８万７千円を計上しております。 

次に、下段の歳出でございますが、１款、総務費の職員人件費は、職員３名分で、２，

４２８万３千円を計上しております。 

管理事務費は、消耗品・郵便料等、一般事務費、５３０万９千円を計上しております。 

徴収費は、保険料納入通知書、郵便料等、４２１万５千円を計上しております。 

２款、後期高齢者医療広域連合納付金、８億１，９００万３千円は、保険料及び保険

料軽減に伴う保険基盤安定繰入金を広域連合へ納付するものであります。 

３款、諸支出金は、過年度保険料還付金を、２６年度実績見込みにより５１万８千円

を計上しております。 

以上が、平成２７年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算の説明でありますが、よろ

しくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑ございませんか。 
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はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 広域でやっている訳ですので、国保の広域化の先取りでずっとやっ

てきた訳ですけれども、大仙市の場合の納付金、歳出の納付金が８億ですけれども、広

域連合での大仙市の後期高齢者の療養費ですね、それはどれぐらいなのかということと、

それはかなり納付金が、何ちゅうか、この医療費の負担の多いところに、この大仙市の

人達が、相当この、何ちゅうか、取られているというか、そういうふうな傾向が無いの

かどうか、ちょっと確認をさせてください。 

○委員長（金谷道男） 佐藤課長。 

○国保年金課長（佐藤和久） 療養給付費の医療費の方の１人あたりの金額ですけれども、

全県の平均が７１万９，５２１円で、２５年度の決算でございます。これに対しまして、

大仙市が６６万２０９円ということで、順位的には２５市町村の１７番目ということで、

低くなっております。ただ、この負担金につきましては、各市町村の療養費の実績の１

０分の１を負担するということなので、大仙市の方々が医療費は低いので、負担金も低

くなってます。 

○委員（佐藤文子） 全県の平均さ合わせて低い大仙市から納付金が分け前多く取られて

いるというようなことでは無いということですね。 

○国保年金課長（佐藤和久） はい。 

○委員（佐藤文子） はい、わかりました。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

○委員長（金谷道男） ここで、暫時休憩いたします。 
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休憩（午後１時４６分～午後１時４７分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

昨日、保留としていた議案第９号、大仙市災害見舞金支給条例の一部を改正する条例

の制定について、を再び議題といたします。 

昨日の鎌田委員の質問に対する答弁を求めます。 

暫時、休憩いたします。 

 

休憩（午後１時４７分～午後１時４８分） 

 

○委員長（金谷道男） 会議を再開いたします。 

平次長、答弁お願いします。 

○次長兼総合防災課長（平寛二） まず最初に昨日の大仙市災害見舞金支給条例の一部を

改正する条例の制定についての説明に誤りがあったことにつきまして、お詫び申し上げ

ます。説明は座ってやらせていただきます。よろしくお願いします。 

本日は大仙市災害見舞金支給条例において、支給する遺族の範囲等について規則案を

お示しいたしますので、再度、審査をお願いいたします。 

規則案につきましては、お渡しした資料が２つに分かれてございまして、１枚物、そ

れから５枚綴りと、こういう２つになってございます。規則案につきましては、お渡し

した５枚綴りの新旧対象表の１から３ページとなりますが、まず始めに１枚物の資料で

支給までの流れについて、簡単に説明いたします。 

まず市内で発生した災害において、死亡者が出た場合、市民であることと、死亡の原

因が暴風、豪雤等の災害によるものなのかを確認いたします。そして該当する場合に、

詳細な災害状況調査を実施いたします。この調査により見舞金の支給が妥当であること

が判明した場合、世帯に対して災害見舞金の支給を行うこととなります。 

それでは新旧対象表の５枚綴りの方をご覧いただきます。 

今回の規則で定めるものは、この支給の範囲と、支給順位についてであります。 

内容といたしましては、災害弔慰金の支給規程と同様とするもので、第３条に第２項、

赤く１ページ目の赤く示した部分でございます。改正の部分。この部分を追加しており
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ます。支給の範囲につきましては、規則で準用する災害弔慰金の支給等に関する条例第

４条を準用することとしております。なお、準用する条文は、参考として４ページに添

付してございます。これが参考とする条文でありまして、あっ、４条の部分でございま

す。４条の部分を参考とするというものでございます。この規定により、支給する範囲

は、亡くなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母並びに兄弟、姉妹となっておりま

す。 

次に５ページ目をご覧ください。支給の順位につきましては、まず始めに死亡者から

生計を主として維持されていたかどうかを、判断いたしまして、維持されていた方の中

で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順位で、支給いたします。 

次のその方が該当無い場合、その他の遺族の中で、同様の順位で支給いたします。最

後にそれらの方が、おられない場合に、兄弟姉妹に支給することになります。ただし、

兄弟姉妹については、死亡者の死亡当時、同居し、または生計を同じくしているものに

限ります。以上で説明を終わります。よろしく審査をお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） 説明がおわりました。質疑をお願いします。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 災害見舞金の支給世帯（世帯）支給する世帯、遺族の範囲ですけれ

ど、同居していた私みたいなお嫁さんはどうなるんでしょうか。 

支給の対象になれるのでしょうか。お嫁さんとか、お婿さんとか。 

○委員長（金谷道男） 平次長。 

○次長兼総合防災課長（平寛二） ５ページ目の例をご覧いただきます。死亡された方の

奥様ということで、配偶者ということになるわけ、このことでよろしいですよね。５ペ

ージ目の１－１。 

○委員（佐藤文子） これには、対象者は順位が、遺族に書かれて、すべて遺族ですよね。

でも、同居していた方が、亡くなった、その人が、同居している人がお嫁さんしかいな

いとか、そういう家だっていっぱいありますよね。そういう場合どうなるのかなと。要

するに、姑さんが（聞き取り不可能）亡くなったら、お嫁さんが残ったと、だから子ど

もさんたちは別の所に住んでいるんだけれど、そういった場合、対象になるのかという。 

○委員長（金谷道男） 平次長。 

○次長兼総合防災課長（平寛二） お答えいたします。 
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そのような場合、まず同居している方が、そのお嫁さんだけであるとなった場合、そ

のまず子どもさんが、生計を維持しない、東京とかにおられる場合は、子どもさんに２

－２の方に、この５ページの２－２の方に。 

○委員長（金谷道男） ちょっと待って。休憩します。 

 

休憩（午後１時５４分～午後２時０６分） 

 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

先ほどの質疑に対する答弁を求めます。平次長。 

○次長兼総合防災課長（平寛二） 先ほどは大変失礼いたしました。 

災害弔慰金の支給等に関する法律の規定を準用した支給範囲としておりますので、姻

族の方は対象になりません。以上でございます。 

○委員長（金谷道男） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無いようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

○委員長（金谷道男） 議案第３８号及び議案第４９号の２件については、休憩後に討論

と採決を行いますので、それに係わる職員以外の方は退席をお願いします。 

再開時刻を２時１５分といたします。 

 

休憩（午後２時０７分～午後２時１２分） 

 

【総務部・市民部 共通の審査】 
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○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

これより、議案第３８号、平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）を再び

議題といたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 討論なしと認めます。 

これより議案第３８号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（金谷道男） 次に、議案第４９号、平成２７年度大仙市一般会計予算を再び議

題といたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 議案第４９号、平成２７年度大仙市一般会計予算案に反対の立場か

ら討論いたします。 

反対の理由は、市民サービス後退を招く市職員の削減を一層進めるという予算である

ということです。合併して１０年になりますが、当時１，４７５人の市職員は２６年度

で１，０３９人になり、３割が減じられました。 

自民党政治による地方行革と地方交付税削減策のもと、市町村合併や集中改革プラン、

定員削減適正化計画ということに基づいて、福祉部門の法人化をはじめ、公共施設等の

指定管理者制度の移行、更には新採用職員数の抑制などで、削減計画が進められて来て

おります。 

こうした中で、団塊世代の大量退職を迎え、公務員労働の現場は、再任用職員や臨時

職の職員に依拠しなければならない状況に至っております。 

市民にとっては身近での福祉相談、生活相談の場が奪われ、役場が遠くなったなどの

声が大きくなっています。 
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大仙市は全域に集落が散在し、高齢者世帯の増加や空き家の増加、地域やコミュニテ

ィづくり、尐子化対策、若者の雇用問題、農業、農村の維持、防災対策、地域経済対策

など、行政課題は山積し、複雑・多様化・高度化しております。 

公務員の果たす役割はますます重要になってきております。これ以上、市職員の削減

はやめ、増員を図るべきと求める立場から、この予算案に反対するものです。 

以上です。 

○委員長（金谷道男） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 無ければ、討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

この採決は挙手により行います。 

本件は、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手願います。 

（５人が挙手する） 

○委員長（金谷道男） 挙手、多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

【自由討議の件】 

○委員長（金谷道男） 次に陳情の審査に入りますが、先日の議員全員協議会において話

し合われたとおり、陳情の審査は議会基本条例第１１条に定める「自由討議」にいたし

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議ございませんので、陳情の審査は自由討議とすることにい

たします。 

職員の皆様は長時間にわたり大変ご苦労さまでした。 

退席をお願いいたします。 

暫時、休憩いたします。 

 

休憩（午後２時１６分～午後２時１７分） 

 

【陳情第２４号】 



 - 53 - 

○委員長（金谷道男） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

次に、陳情第２４号、「集団的自衛権行使を容認した閣議決定に反対し、撤回を求め

る意見書」の採択を求める陳情書、を議題といたします。 

本件に関しては、同一趣旨の陳情が昨年の第４回、１２月定例会にも提出され、委員

会では賛成尐数により不採択とすべきものと、また本会議においても賛成尐数で不採択

と決しております。 

その後の情勢などで、議論をお願いしたいと思います。 

本件に関しましてご意見等をお願いします。どなたか。 

佐藤委員。 

○委員（佐藤文子） 集団的自衛権行使を容認した閣議決定と、その後の政府の動向につ

いては、ますますこの集団的自衛権が、後方支援だというふうに言いながらも、武力に

よる行使を可能にし、後方支援とはいえ、現地でのそうした戦闘地域で、自衛隊員が、

人を殺したり、殺されたりという、そういう状況を作りかねない、まさに戦争している

ところに、日本の自衛隊員が行くというふうなことに、はっきり出て、そういうことが

わかってきております。何としてもこういう憲法９条を無視した、この集団的自衛権行

使というふうなものの閣議決定はやっぱり中止して、いうべきだというふうに考えます。 

また、ここの陳情に書いてある理由のとおりだと私は思います。是非、採択すべきだ

と思います。 

○委員長（金谷道男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） これより採決いたします。 

本件は採択と決することにご異議ございませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） 異議がありますので、これより挙手により採決いたします。 

本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います 

（５人が挙手する） 

○委員長（金谷道男） 挙手尐数であります。 

よって本件は不採択すべきものと決しました。 
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○委員長（金谷道男） 次に、陳情第２９号、「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定

の撤回を求める陳情書」を議題といたします。 

陳情第２９号は、既に議決された陳情第２４号と同一趣旨のものでありますので、一

事不再議の原則により議決不要といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議あり」及び「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議がありますので、この採決は挙手を持って行います。 

議決不要とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（５名が挙手する） 

○委員長（金谷道男） 挙手多数であります。 

よって、議決不要と決しました。 

本陳情は不採択されたものとみなします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

【「合併特例債の適用期間の再延長を求める意見書」について】 

○委員長（金谷道男） 次に「合併特例債の適用期間の再延長を求める意見書」について、

を議題といたします。 

この件について、事務局から説明をお願いします。伊藤事務局次長。 

○事務局次長（伊藤雅裕） このお願い文書につきましては、３月２日に千葉県南房総市

議会から議長宛に届けられたものです。 

南房総市は平成１８年３月２０日に千葉県房総半島南部の安房郡６町１村が新設合併

した市で、人口は４万７千人、面積は約２２０平方ｋｍです。 

千葉県には３６都市ありますが、新設合併の市は７市で、表題の件は議長会の議題に

なりにくいことから、合併前後の平成１７年から１９年にかけて新設合併した全国の都

市（数は不明）に同様の意見書提出のお願いを郵送したとのことです。 

合併特例債延長法の成立、平成２４年６月２０日により、合併特例債の発行期限が５

年間延長になりました。 

さらに東日本大震災被災地は発行期限が合併年度及びそれに続く１５年度が２０年度

になり、通常の新設合併よりさらに五年の延長になっています。 

南房総市議会の意見書は、この東日本大震災に被災した合併市町村並にもう５年、ト

ータルで１０年の延長をという意見書の提出を出して欲しいというものであります。 
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去る３月５日に開催された議会運営委員会において、その取扱いを当委員会に一任す

るということですので、ご協議をお願いするものです。説明は以上でございます。委員

長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金谷道男） はい、ありがとうございました。 

それでは委員の皆様のご意見をお願いいたします。 

（「意見書を提出することに賛成」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） それではお諮りします。 

委員全員が賛成のようですので、会議規則第１４条第２項の規定により、委員長名で

議長に意見書案を提出したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議ありませんので、委員長名で議長に意見書案を提出するこ

とに決しました。 

事務局から意見書案を配付させます。 

（事務局、意見書案を配付） 

○委員長（金谷道男） ご一読ください。 

ただいま配布いたしました意見書案は、依頼者から提出された案を、事務局で作成し

たものです。 

この意見書案について、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議がありませんので、この意見書案を議長に提出することに

決定いたしました。 

 

【閉会中の継続審査・調査の申し出】 

○委員長（金谷道男） 次に、「閉会中の継続審査・調査の申し出にかかる事件について」、

を議題といたします。 

お諮りいたします。所管事務にかかる閉会中の継続審査・調査に関する件について、

お手元に配付いたしました事件のとおり、議長に対し、閉会中の継続審査・調査の申し

出をしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 

【審査結果の報告】 

○委員長（金谷道男） 以上で、付託された事件の審査は全て終了いたしました。 

なお、本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長

にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（金谷道男） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

 

【閉 会】 

○委員長（金谷道男） 以上をもちまして、総務民生常任委員会を閉会いたします。 

長時間にわたり、大変ご苦労さまでした。 

 

 

午後２時２８分 閉会 

 

  



 - 57 - 

 

  委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

平成   年   月   日 

 

総務民生常任委員会委員長  金   谷   道   男 

 


